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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 平成20年６月

売上高 （千円） － － 5,370,813 8,336,208 16,216,310

経常利益 （千円） － － 302,003 691,639 1,346,251

当期純利益 （千円） － － 164,706 365,570 750,276

純資産額 （千円） － － 226,327 638,652 1,683,975

総資産額 （千円） － － 7,329,199 16,586,932 13,737,866

１株当たり純資産額 （円） － － 122,558.67 28,359.35 65,986.49

１株当たり当期純利益金額 （円） － － 89,905.44 19,920.99 32,090.51

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
（円） － － － － 31,631.86

自己資本比率 （％） － － 3.1 3.9 12.3

自己資本利益率 （％） － － 73.4 84.7 64.6

株価収益率 （倍） － － － － 3.33

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － △2,966,745 △8,156,089 4,375,555

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － 67,836 40,385 △599,507

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － 3,671,841 8,205,655 △3,605,530

現金及び現金同等物の期末残

高
（千円） － － 1,340,952 1,430,904 1,601,366

従業員数 （人） － － 77 87 109

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は第８期より連結財務諸表を作成しております。

３．第８期及び第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権等の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

４．第８期及び第９期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。

５．第８期及び第９期の連結財務諸表については、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、あずさ監査法人の

監査を受けております。

　また、第10期の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査法

人の監査を受けております。

６．当社は、平成18年８月１日の取締役会決議に基づき、平成18年８月29日で１株につき10株の株式分割を行っ

ております。

EDINET提出書類

株式会社グローバル住販(E04083)

有価証券報告書

 2/96



(2）提出会社の経営指標等

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 平成20年６月

売上高 （千円） 707,136 916,543 1,050,132 1,148,470 1,419,150

経常利益 （千円） 24,898 142,588 153,869 192,164 419,386

当期純利益 （千円） 10,671 65,177 81,671 103,659 250,480

資本金 （千円） 70,000 113,200 113,200 136,600 286,288

発行済株式総数 （株） 1,400 1,832 1,832 22,520 25,520

純資産額 （千円） △69,675 38,702 122,174 271,062 820,599

総資産額 （千円） 848,047 967,467 1,874,558 1,959,481 2,647,443

１株当たり純資産額 （円） △49,767.86 21,125.77 65,706.53 12,036.53 32,155.15

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当

額）

（円）
－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

2,800

(0)

１株当たり当期純利益金額 （円） 14,437.75 46,398.39 44,580.76 5,648.74 10,713.47

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
（円） － － － － 10,560.35

自己資本比率 （％） △8.2 4.0 6.4 13.8 31.0

自己資本利益率 （％） － － 102.7 53.0 45.9

株価収益率 （倍） － － － － 9.99

配当性向 （％） － － － － 26.1

従業員数 （人） 57 64 61 72 89

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第６期及び第７期の自己資本利益率については、期中平均純資産がマイナスであるため、記載しておりませ

ん。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第６期において潜在株式が存在しないため、第７期、

第８期及び第９期の新株予約権等の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。

４．第６期から第９期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。

５．第８期及び第９期については、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けてお

りますが、第６期及び第７期の財務諸表については、監査を受けておりません。

　また、第10期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査法人の

監査を受けております。

６．当社は、平成18年８月１日の取締役会決議に基づき、平成18年８月29日で１株につき10株の株式分割を行っ

ております。
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２【沿革】

年月 事項

平成10年９月 東京都豊島区に不動産の販売代理を目的として「有限会社シー・アール・エス」を設立（出資金

300万円）

平成10年11月 商号を「有限会社グローバル住販」とする

平成10年12月 本社を東京都新宿区新宿一丁目18番８号に移転

平成11年２月 有限会社から株式会社に組織変更し、商号を「株式会社グローバル住販」とする（資本金1,000万

円）

平成11年３月 宅地建物取引業免許取得（東京都知事免許(2）第77167号）

平成11年４月 社団法人　全日本不動産協会加盟

平成12年７月 「株式会社グローバル住販一級建築士事務所」登録（東京都知事登録第45527号）

平成12年９月 社団法人　日本住宅建設産業協会加盟

平成12年12月 本社を東京都新宿区新宿一丁目14番12号に移転

平成13年11月 株式会社エルシード　不動産開発を目的として資本金1,000万円にて出資設立

平成15年２月 株式会社エルシード　新築マンション第１号物件＜ウィルローズ阿佐ヶ谷＞販売開始

平成16年８月 本社を東京都新宿区西新宿二丁目４番１号に移転

平成17年１月 社団法人　不動産流通経営協会加盟

平成17年９月 デザイナーズマンションファンド匿名組合へ共同出資

平成17年９月 株式会社ハートウェルス・マネジメント　不動産管理を目的として資本金2,400万円にて出資設立

平成18年６月 株式会社ヒューマンヴェルディ　納骨堂の経営を目的として資本金1,000万円にて出資設立（100％子

会社、ただし現在は事業を休止しております。）

平成18年７月 株式会社エルシード　建売分譲第１号物件＜杉並清水プロジェクト＞販売開始

平成19年３月 205West147thStreet,LLCへ共同出資

平成19年３月 株式会社エルシード　商業ビル第１号物件＜吉祥寺プロジェクト＞着工

平成20年３月 ジャスダック証券取引所に株式を上場
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社グローバル住販）と連結子会社５社、持分法適用関連

会社１社によって構成され、「不動産分譲事業」「不動産販売代理事業」「不動産ソリューション事業」「その他事

業」を展開しております。

　当社グループでは、連結子会社株式会社エルシードにおいて、事業用地の仕入れを行い、主に新築マンションを企画

開発し、エンドユーザーに分譲しております（不動産分譲事業）。その商品企画にあたって、当社が企画コンサルティ

ングを行い、販売代理（販売企画・販売業務・契約業務）を行います（不動産販売代理事業）。完成後のマンション

の管理組合より管理業務を連結子会社株式会社ハートウェルス・マネジメントが受託しております（その他事業）。

また、株式会社エルシードにおいては、新築マンションの開発分譲以外にも、収益用賃貸マンション又はオフィス・商

業ビルの開発や既存建物のリノベーション等も行い、投資家・ファンド等に売却する事業を行っております（不動産

ソリューション事業）。

　これらの事業の系統図は次の通りとなります。

　なお、当社は平成20年５月13日開催の取締役会において、連結子会社であるマードック特定目的会社の解散及び清算

を決議し、同社は平成20年５月26日開催の社員総会の決議により解散、平成20年８月10日に清算結了しております。　

［事業系統図］
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(1）不動産分譲事業

　当社グループの中核事業は不動産分譲事業であり、当事業は自社ブランド「ウィルローズ」シリーズとして主に

首都圏において新築マンションの企画・開発・分譲を行っております。

　当事業は、当社が販売代理で培ってきた商品企画力、マーケティング力を生かし、企画コンサルティングを行いな

がら、株式会社エルシードが用地仕入の実施、外注先を利用しての設計監理や建設工事といった開発を行い、エンド

ユーザーに分譲しております。

　シングル又はＤＩＮＫＳ向けの１ＬＤＫを中心としたコンパクトマンションの開発から３ＬＤＫ・４ＬＤＫタイ

プ中心のファミリータイプマンションの開発まで、その物件のエリアや交通・立地条件等の特性を考慮して、物件

毎にロット割り構成・設備・デザイン性の商品企画に独自性を持たせております。

(2）不動産販売代理事業

　前述の当社グループ開発物件（以下「自社開発物件」という）の販売業務に加え、他社ディベロッパーの開発物

件（以下「他社開発物件」という）の販売代理を行っているのが、不動産販売代理事業であります。自社開発物件

のみならず他社開発物件においても、プロジェクト用地の仕入段階から事業に参画し、商品企画の提案を行い、販売

業務については販売企画の提案、モデルルームの運営管理、接客販売業務、契約業務、エンドユーザーへの引渡業務

までを行っております。

　また、新築マンションの販売代理に限らず、不動産の仲介業務（売買仲介）もこれに含まれます。

(3）不動産ソリューション事業

　不動産ソリューション事業は、エンドユーザーに分譲するマンション・住宅等以外の収益用不動産を開発又はリ

ノベーションを行い、一般投資家、私募ファンド、Ｊ－ＲＥＩＴ等へ一括売却する事業であります。事業用地を仕入

れ、賃貸マンションやオフィス・商業ビル等の当社がその土地に最も合うと考える収益物件を開発しております。

また、既存のビル等を取得し、外観デザインや設備等のリノベーションを行い、収益性の高い物件として再生させる

ことにより不動産のバリューアップを図っております。

(4）その他事業

　その他事業においては、自社開発を行った分譲マンションの管理業務を行っております。マンション管理業務は、

平成18年８月の「ウィルローズ瑞江」の管理業務開始を皮切りに、当社グループで分譲したマンションの管理業務

を受託し、事業拡大を図っております。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は基金
（千円）

主要な事業の内
容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社） 　  　  　

㈱エルシード

（注）２、３
東京都新宿区 325,000

不動産分譲事業

不動産ソリュー

ション事業

100.0

分譲マンションを開発

し、当社がその販売代

理を行っております。

役員の兼任３名。

㈱ハートウェルス・マネジ

メント

（注）３

東京都新宿区 50,000 その他事業 100.0

自社開発した分譲マン

ションの管理業務を

行っております。

役員の兼任３名。

㈱ヒューマンヴェルディ 東京都新宿区 10,000 その他事業 100.0

納骨堂の経営を行うた

めに設立。ただし現在

は事業を休止しており

ます。

役員の兼任１名。

アドニス有限責任中間法人 東京都港区 6,000 その他事業 100.0

特定目的会社等の特定

出資等の取得、保有及

び処分のため設立。

マードック特定目的会社

（注）４、５
東京都港区 100 その他事業 (100.0)

特定資産の譲受け並び

にその管理及び処分に

係る業務等を行うため

に設立。

（持分法適用関連会社） 　  　  　

205West147thStreet,LLC
アメリカ合衆国

ニューヨーク州

ＵＳ＄

110万
その他事業 35.0

当社が出資しておりま

す。

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．株式会社エルシードについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。

主要な損益状況等 (1）売上高 15,865,202千円

　 (2）経常利益 1,189,740千円

　 (3）当期純利益 690,262千円

　 (4）純資産額 1,370,363千円

　 (5）総資産額 11,990,946千円

３．特定子会社であります。

４．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

５．当社は平成20年５月13日開催の取締役会において、連結子会社であるマードック特定目的会社の解散及び清

算を決議し、同社は平成20年５月26日開催の社員総会の決議により解散、平成20年８月10日に清算結了して

おります。　
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

不動産分譲事業 11

不動産販売代理事業 72

不動産ソリューション事業 4

その他事業 1

全社（共通） 21

合計 109

　（注）１．従業員数は就業人員（常用パートを含んでおります。）であります。なお、臨時従業員については全社員の

10％以下であり、その重要性が低いため記載を省略しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

３．従業員については、業容拡大に伴う中途採用等の結果、当連結会計年度中において、22名増加しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

89 31.0 2.5 6,615

　（注）１．従業員数は就業人員（常用パートを含んでおります。）であります。なお、臨時従業員については全社員の

10％以下であり、その重要性が低いため記載を省略しております。

２．従業員については、業容拡大に伴う中途採用等の結果、当期中において、17名増加しております。

(3）労働組合の状況

　当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、数年来の好調な企業業績を背景に、比較的堅調に推移してまいりました

が、年度後半よりサブプライムローン問題に端を発するグローバルな金融資本市場の混乱、米国経済の減速懸念、原

油・原材料価格の上昇及び円高・株価低迷による国内消費等への影響などにより、好調な企業収益を背景とした景

気拡大が鈍化しつつあり、不透明感を増してきております。

　不動産業界におきましては、年度前半までは都心部を中心に法人のオフィス需要や個人の住宅需要が堅調に推移

し、不動産投資市場では、特に都心部の優良物件取引において活況を呈しておりましたが、年度後半より前述のサブ

プライムローン問題による金融市場の混乱・信用収縮等の影響もあり、市況は調整局面の様相を呈しております。

また、分譲マンション市場では、改正建築基準法施行による新設住宅着工数の鈍化、地価・建築資材の高騰に起因す

る事業コストの増加、分譲価格の上昇による販売不振などにより、市場全体の悪化が深刻化しております。

　このような状況の下、当社グループにおきましては、主力の不動産分譲事業をはじめ、不動産ソリューション事業

において物件の売却をほぼ計画通りに進捗させるとともに、土地の取得におきましては選別を強化し高値圏にあっ

た用地仕入を抑え、不動産市況の変動に適切に対応するよう努めてまいりました。さらに、平成20年３月ジャスダッ

ク証券取引所に株式を上場することにより、事業基盤と資金調達基盤の強化を図ってまいりました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は16,216百万円（前連結会計年度比94.5％増）、営業利益1,718百万円（同

96.3％増）、経常利益1,346百万円（同94.6％増）、当期純利益750百万円（同105.2％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下の通りであります。なお、売上高の金額につきましては、セグメント間の内

部売上高を含めて記載しております。

［不動産分譲事業］

　不動産分譲事業におきましては、デザイン、プラン、設備等において「こだわり」を持った自社ブランド「ウィル

ローズ」シリーズのマンション分譲を展開し、「ウィルローズ瑞江レクト」、「ウィルローズ瑞江クラース」、

「ウィルローズ川口」、「ウィルローズ東川口」の４物件等の引渡しを行いました。以上の結果、不動産分譲事業は

売上高4,155百万円（前連結会計年度比32.6％減）、営業利益160百万円（同70.4％減）となりました。

［不動産販売代理事業］

　不動産販売代理事業におきましては、上記自社開発物件及び他社開発物件について、東京都区部で４物件、東京都

市部で１物件、埼玉県下で５物件、千葉県下で１物件の引渡し等を行い、合計で283戸の引渡し等を行いました。以上

の結果、不動産販売代理事業は売上高1,404百万円（前連結会計年度比5.4％増）、営業利益527百万円（同39.9％増）

となりました。

［不動産ソリューション事業］

　不動産ソリューション事業におきましては、「ノステルコート川崎」（収益型賃貸マンション開発）、「ベルブラ

ン吉祥寺」（商業ビル開発）の２物件等の引渡しを行いました。以上の結果、不動産ソリューション事業は売上高

11,606百万円（前連結会計年度比707.7％増）、営業利益1,603百万円（同484.8％増）となりました。

［その他事業］

　その他事業におきましては、管理業務の受託が前連結会計年度末の４物件から12物件に増加したことに加え、保有

物件からの賃貸収入が増加いたしました。以上の結果、その他事業は売上高140百万円（前連結会計年度比151.5％

増）、営業利益38百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べて170百万円

の増加となり、1,601百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要

因は、下記の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は4,375百万円となりました。これは主として、税金等調整前

当期純利益1,331百万円と、主に不動産ソリューション事業における物件売却が順調に進んだことによるたな卸資産

の減少3,588百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は599百万円となりました。これは主として、有形固定資産の

取得による支出539百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の減少は3,605百万円となりました。これは主として、株式発行による

収入により299百万円増加した一方で、物件売却に伴い金融機関への借入金の返済が進んだことによる、短期借入金

の減少421百万円及び、長期借入による収入と長期借入金の返済による支出の差額3,369百万円の減少によるもので

す。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）売上高

事業 項目

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日） 前期比

（％）
数量
（戸数）

売上高
（千円）

構成比
（％）

数量
（戸数）

売上高
（千円）

構成比
（％）

不動産分譲

事業

マンション 159 5,543,584 66.5 109 4,047,005 24.9 73.0

マンションＪＶ事業 － － － 53 108,675 0.7 －

戸建 12 621,436 7.5 － － － －

小計 171 6,165,020 74.0 162 4,155,680 25.6 67.4

不動産販売

代理事業

自社開発物件（新築分譲） 156 8,960 0.1 90 8,020 0.0 89.5

自社開発ＪＶ物件（新築分譲） － － － － － － －

他社開発物件（新築分譲） 399 643,823 7.7 174 288,346 1.8 44.8

仲介 6 25,394 0.3 8 25,194 0.2 99.2

小計 561 678,178 8.1 272 321,561 2.0 47.4

不動産ソリューション事業 － 1,437,000 17.2 － 11,606,954 71.6 807.7

その他事業 － 56,009 0.7 － 132,113 0.8 235.9

合計 561 8,336,208 100.0 272 16,216,310 100.0 194.5

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．主な相手先別の売上高及び当該売上高の総売上高に対する割合は次の通りであります。

相手先

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 割合（％）

　株式会社フォルツァ 3,816,500 23.5

　合同会社ミコノス 3,020,000 18.6

　有限会社ダリ 1,741,900 10.7

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）期中契約実績の状況

事業 項目

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日） 前期比

（％）
数量
（戸数）

金額
（千円）

構成比
（％）

数量
（戸数）

金額
（千円）

構成比
（％）

不動産分譲

事業

マンション 96 3,281,486 71.6 97 3,631,968 89.9 110.7

マンションＪＶ事業 33 680,559 14.8 20 406,197 10.1 59.7

戸建 12 621,436 13.6 － － － －

小計 141 4,583,481 100.0 117 4,038,165 100.0 88.1

不動産販売

代理事業

自社開発物件（新築分譲） 96 3,281,486 22.6 97 3,631,968 35.7 110.7

自社開発ＪＶ物件（新築分譲） － － － － － － －

他社開発物件（新築分譲） 300 11,240,551 77.4 157 6,541,188 64.3 58.2

小計 396 14,522,037 100.0 254 10,173,156 100.0 70.1

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．不動産販売代理事業における期中契約実績の金額は、売主の顧客に対する販売価格によります。

(3）期末契約残高の状況
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事業 項目

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日） 前期比

（％）
数量
（戸数）

金額
（千円）

構成比
（％）

数量
（戸数）

金額
（千円）

構成比
（％）

不動産分譲

事業

マンション 46 1,678,118 71.1 34 1,263,081 100.0 75.3

マンションＪＶ事業 33 680,559 28.9 － － － －

戸建 － － － － － － －

小計 79 2,358,677 100.0 34 1,263,081 100.0 53.6

不動産販売

代理事業

自社開発物件（新築分譲） 46 1,678,118 16.2 34 1,263,081 12.9 75.3

自社開発ＪＶ物件（新築分譲） － － － － － － －

他社開発物件（新築分譲） 219 8,683,823 83.8 202 8,520,148 87.1 98.1

小計 265 10,361,941 100.0 236 9,783,229 100.0 94.4

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．不動産販売代理事業における期末契約残高の金額は、売主の顧客に対する販売価格によります。
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３【対処すべき課題】

　不動産業界におきましては、数年来の好調から一転し、年度後半からは原油や諸資源・資材価格の高騰、サブプ

ライムローン問題に起因する米国経済の景気後退と、それに伴う金融市場の混乱・信用収縮等の影響もあり、不動

産投資市場における不透明感が増してきております。さらに、地価上昇に伴う仕入コストの上昇と建築費の高騰に

加え、建築基準法改正による建築確認審査期間の長期化などにより、分譲マンション市場の悪化が深刻化しており

ます。

　このような環境の変化に対応すべく、当社グループといたしましては、他社との差別化を一層推進し、長期的な

競争優位性を維持しながら収益力向上を図るため、特に下記の内容を重要課題として取り組んでまいります。

(1）収益性の向上

　不動産業界を取り巻く環境は厳しく、地価上昇及び建築費の高騰によるコストの増加を販売価格に反映するこ

とは困難であることから、分譲マンションの利益率低下はある程度避けられないものと予想されます。

　一方で、昨今の厳しい金融情勢のため、資金難等の理由から、割安な価格での分譲マンションの完成在庫放出

が予想され、そうした物件の買取再販を行うリセール事業を新たに展開いたします。既に２物件の買取を進めて

おり、今後順次、案件の取り込みを図っていく方針であります。リセール事業においては、当社グループの強い

販売力を活かし、資金を早期回収することにより次の事業の原資とし、短い事業期間で高回転率による資産効率

の向上を図り、不動産市況の悪化による分譲マンションの利益率低下を補っていくことを目指します。

(2）資金調達力の強化

　不動産開発を行う当社グループにおいては、資金調達力の強化は、事業を拡大する上で最重要課題であります。

当社グループは、不動産分譲事業及び不動産ソリューション事業を推進するに当たり、事業用地等の取得に係る

資金調達を機動的かつ安定的に行う必要があります。間接金融に加え直接金融による資金調達を行うことで、資

金調達源泉の幅を広げ、有利子負債依存度を低下させてまいります。また、シンジケートローンの活用等で長期

安定的な資金の確保並びに財務関連業務コストの削減を図ってまいります。

(3）仕入力の強化

　当社グループにおきましては、事業用地の取得に当たり、所定の仕入基準に即して、十分なマーケティング調

査と迅速な意思決定を行うことにより、エリア特性に合った商品を提供してまいりました。また、昨夏までの地

価上昇の局面におきましては、高値圏での用地仕入を抑制し、不動産市況の変動に対応してまいりました。今後

におきましては、厳しい金融情勢の影響等により不動産物件の市場への放出も予想され、これまで抑制しており

ました用地仕入の機会を待って、優位性のある物件を仕入れ、より一層収益性の高い不動産開発に繋げてまいり

ます。

(4）ブランドの確立

　今後さらに、競合物件との商品の優位性、販売力の強化が必要になってくると予想され、これに加えて信頼さ

れるブランド力の構築が求められます。

　当社グループは、マンション開発において、より一層他社との差別化を図ったデザイン・仕様・間取り等を備

えたラインナップを取り揃えて、「ウィルローズ」ブランドの確立を図ってまいります。また、主に東京都都内

を中心とした首都圏において事業を展開するドミナント戦略を図ってまいりました。今後は、各種メディア戦略

により地域ブランドから全国ブランドへの認知度を高め、より企業としての知名度・信用力の向上を図ってまい

ります。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの事業内容その他に関するリスクについて、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

と考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上、重

要であると考えられる事項については、投資家の皆様に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社

グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であり

ますが、当社株式に関する投資判断は、本項以外の記載内容も併せて慎重に検討したうえで行う必要があります。

　なお、以下の記載は、当社グループの事業等及び当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありませ

ん。また、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）有利子負債への依存と金利変動の影響について

　当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依存

度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定され、資金

借入れが十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

項目
前連結会計年度末
（平成19年６月30日）

当連結会計年度末
（平成20年６月30日）

　 　 千円 千円

　
有利子負債残高　　　(A） 14,361,579 10,456,673

短期借入金 2,951,000 2,529,873

　 一年以内返済予定の長期借入金 5,072,557 5,561,269

　 長期借入金 5,880,084 2,021,529

　 社債 440,000 344,000

　 その他の有利子負債 17,938 －

総資産額　　　(B) 16,586,932 13,737,866

有利子負債依存度　　　(A/B) 86.6％ 76.1％

(2）金融機関からの資金調達にかかるリスク

　当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。それゆ

え、計画どおりに物件の引渡ができない場合や借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合に

は、返済期限の延長ができなかったり、資金回収前に金融機関から返済を求められることがあります。それゆえ、代

替の資金調達ができなかった場合には、資金繰りに窮する可能性があります。

(3）不動産市況の悪化によるリスク

　現在の不動産市況については、資材価格の上昇等からくる建築費の高騰等の理由によりマンション分譲価格が大

きく上昇しているため深刻な販売不振に陥っております。当社が主として事業を行っている首都圏（一都三県）に

おきましては、平成20年１～６月の新築マンションの供給戸数は前年比約23.8％減少の2.2万戸となっており、下半

期（７～12月）の供給見込も前年比16.3％減少の2.7万戸、年間では5万戸を割り込み約4.9万戸になると見込まれて

おります（民間調査機関調べ）。また、サブプライムローン問題の影響等により、経済情勢及び不動産市況は不透明

感が強くなっております。

　このような環境下において、将来、わが国の経済情勢や不動産市況が悪化した場合、消費者の不動産購入意欲や投

資家による不動産投資意欲が減退し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり、仕入済の開発用不動産及

び商品である販売用不動産の価値の下落が起こった場合には、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(4）用地取得にかかるリスクについて

　当社グループでは、仕入物件の選定基準として、事業採算性の見地から所定の基準を設けておりますが、不動産市

況の変化や、用地取得の競争の激化等により、当社の基準や当社の事業戦略に合う優良な土地を仕入れることが困

難となった場合に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(5）競合について

　不動産業界においては、事業を営むために「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業者の免許を受ける必要

がありますが、一般的に参入障壁が高いとは言えず、多くの不動産業者が激しく競争している状況にあります。今

後、販売代理事業における販売委託元のディベロッパーが他社に販売を委託するまたは自社で販売するようにな

り、当社の販売受託が減ることとなった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(6）構造計算書偽装問題について

　当社グループは、平成17年11月に発覚した姉歯建築設計事務所による構造計算書偽装事件発覚の際に、当社グルー

プが過去に開発したすべての物件を調査した結果、下請けも含み姉歯建築設計事務所が設計に関与した事実はな

く、その後耐震不足が発覚した建築設計事務所が関与した事実もありませんでした。また、当社グループで過去に開

発した全物件について、社内における設計担当者及び工事管理担当者によるチェック並びに第三者構造計算事務所

による再確認を行った結果、構造上、建築基準法に定める耐震性能を疑わせるような特段の事項がないことを確認

しております。さらに、新たに開発する物件についても、引き続き社内におけるチェックと第三者構造計算事務所に

よる構造上の問題がないことを確認する二重検査を行っております。

　しかしながら、今後、同様の問題が発生し不動産及び不動産業界に対する社会的な不信感が高まり、不動産投資

意欲の減退等が発生した場合や、そのことによる新たな法的規制の制定により、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(7）建築工事等について　

　当社グループは、不動産分譲事業、不動産ソリューション事業における建築工事は外注により行っております。

外注先の選定にあたっては品質、建築工期及びコスト等を勘案して決定しており、特定の外注先に依存しないよう

に努めております。　

　当社グループは品質管理及び工期遅延防止のため、毎週、工程進捗会議を行い物件の進捗や問題点の報告、検討

及び方向性の確認を行うとともに、設計監理者及び外注先との定例会議を行うことにより、工期スケジュール等の

確認を行っております。しかしながら、工事中の事故、外注先の倒産や請負契約の不履行、その他予期せぬ事象が

発生した場合、工事の中止及び遅延、建築コストの上昇等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。　

(8）瑕疵担保リスクについて

　当社グループにおいては、不動産分譲事業、不動産ソリューション事業における建築工事は外注により行ってお

り、当社が販売する建物についての瑕疵については、外注先の施工会社の工事保証にて担保しております。しかしな

がら、施工会社の財政状態が悪化又は破綻するなどにより施工会社が負うべき瑕疵の担保責任が履行されない場合

には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社連結子会社株式会社エルシード

は、財団法人住宅保証機構の登録業者となり、同社が売主となって当社グループが分譲するマンションは、住宅性能

保証制度に登録しておりますので、当該制度の保険に裏付けされた10年保証により、購入者の保護がなされており

ます。

　また、土地については土地の仕入れ時及び開発中において、後述の通り調査を行っておりますが、物件の引き渡し

後瑕疵が発見され、当社が是正又は賠償する必要が生じた場合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

(9）土地仕入時において予測できないリスク

　当社グループでは土地の仕入に際して、さまざまな調査を行い、土地仕入の意思決定をしておりますが、土地仕入

時には予想がつかない土壌汚染や地中埋設物などの瑕疵が発見された場合や近隣への建築工事中の騒音や竣工後

の日影の影響等に対する近隣住民の反対運動が発生した場合には、プロジェクトの工程に遅れをきたすと同時に、

追加費用が発生する場合があります。

　当社グループの開発物件におきまして、これまで事業収支に大きな影響を与える地中障害や多額の近隣補償費等

の支払いが発生した事例はありませんが、今後において、当社の予想を超えた地中障害や近隣反対運動が発生した

場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(10）アスベスト対策について

　当社グループは、不動産分譲事業並びに不動産ソリューション事業におきまして土地建物の取得を行っており、土

地の取得に際しましては、当該土地上に解体を目的とした既存建物が存在している場合、アスベストの使用に関し

て確認を行っております。アスベストの使用が確認された場合、飛散防止対策を実施するとともに解体により発生

した廃棄物は法令に基づいた処理を行っております。また、不動産ソリューション事業におきまして土地建物を購

入する際にもアスベストの使用について確認を行っております。

　しかしながら、当該建物に吹き付けられたアスベストが経年劣化等により飛散する恐れが生じた場合や、当社が想

定する範囲を越えての使用が判明した場合には、アスベストの除去又は封じ込め等の費用が発生し、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11）事業に係る法的規制

　当社グループの各社は、事業に必要な「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業者の免許や「マンション管

理適正化推進法」に基づくマンション管理業者の登録を受けております。かかる免許を受けている各社は、各法令

上の規制と当局の監督を受けます。

　また、各事業の継続には、かかる免許が必要なため、仮にこれらの免許及び登録の取消事由等に該当する何らかの

問題が発生し、業務停止命令や免許の取消処分を受けた場合には、当社グループの事業遂行に支障をきたすことが

予想されます。

　その他当社グループの事業にかかる法的規制としては、「都市計画法」「建築基準法」「宅地造成等規制法」

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」などがあります。

　当社グループはこれらの法律を遵守しておりますが、今後法令等の改正又は新たな規制の制定によって、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(12）個人情報の保護について

　当社グループでは、主に不動産分譲事業並びに不動産販売代理事業を通じて多数のお客様の個人情報を取り扱っ

ており、その取扱には十分な注意を払っております。当社グループのホームページにおきましても個人情報保護方

針を掲載し、個人情報の取り扱いについて説明を行っております。個人情報の機密保持につきましては、施錠された

ロッカーに保管し、電子ファイルはパスワードによる管理を行っております。また、当社グループでは各部署の責任

者で組織したコンプライアンス委員会において、ビデオ等による説明会、研修等を定期的に開催し、情報管理の重要

性の周知徹底、個人情報に対する意識の徹底を図っております。

　当社グループでは、個人情報の保護に注力しておりますが、不正侵入や不正アクセス等の不測の事態によって、万

が一、個人情報の漏洩が発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の低下等により、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(13）訴訟等について

　当社グループは、現時点において業績に影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかしながら、当

社グループが開発、販売、管理する不動産物件において、瑕疵、土壌汚染、販売活動等を起因として、訴訟その他の請

求が発生する可能性があります。これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの業績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

(14）自然災害等について

　当社グループが取り扱う物件のエリアにおいて、地震、火災、津波、大型台風等の自然災害が発生し、当社グループ

が取り扱う物件が毀損、滅失等の被害を被った場合は、追加費用やプロジェクトの進捗遅延等が発生し、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループは、首都圏を中心として不動産事業を展開しており

ますが、今後、地方主要都市にも事業エリアの拡大を図った場合には、各地域における自然災害等の被害を被るリス

クが発生いたします。

(15）物件の引渡時期にかかるリスクについて

　当社グループでは、不動産分譲事業、不動産販売代理事業及び不動産ソリューション事業におきましては、物件の

引渡時を売上計上時期としております。大規模プロジェクトや利益水準の高いプロジェクト等により、ある特定の

時期に収益が偏重する場合があります。当社におきましては平成21年６月期において下期に売上の偏重が見込まれ

ております。将来、不測の事態による工事遅延等が発生し、物件の引渡時期が中間期末もしくは期末を越える遅延が

生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(16）経営成績の変動について

連結財務諸表

決算期 前々連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

決算年月 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

売上高（千円） 5,370,813 8,336,208 16,216,310

経常利益（千円） 302,003 691,639 1,346,251

当期純利益（千円） 164,706 365,570 750,276

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

個別財務諸表

決算期 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

売上高（千円） 707,136 916,543 1,050,132 1,148,470 1,419,150

経常利益（千円） 24,898 142,588 153,869 192,164 419,386

当期純利益（千円） 10,671 65,177 81,671 103,659 250,480

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　当社は、平成10年９月に設立し、不動産販売代理事業を主たる業務として営業を開始いたしました。平成13年11月

（第４期）において100％出資により㈱エルシードを設立し不動産分譲事業を開始、平成15年２月（第５期）にお

いて自社分譲マンションの販売を開始しております。

　当社グループにおきましては、平成19年６月期は不動産分譲事業が順調に推移し、引渡物件数が平成18年６月期

の３物件から５物件に拡大することにより業績拡大を牽引いたしました。一方、平成20年６月期におきましては、

不動産分譲事業の引渡物件数は４物件とやや減速いたしましたが、不動産ソリューション事業が売上高、営業利益

ともに大幅に拡大することにより、前期比大幅増収増益となりました。今後は不動産投資市場の変調から、不動産

ソリューション事業は物件を厳選し慎重に事業を進める一方で、不動産分譲事業におきましては他社の分譲マン

ションの完成在庫を割安な価格で買取再販するリセール事業の展開もあり事業規模の拡大を目指しており、過年度

の経営成績は、今後の業績を判断するには不十分な面があります。

　不動産販売代理事業を行う当社におきましては、平成16年６月期からの引渡戸数は各々481戸、553戸、682戸、

555戸、283戸と平成20年６月期におきましては引渡戸数がピーク時を下回っておりますが、当社グループにおける

不動産ソリューション事業拡大に伴うグループ会社からの業務委託料等の増加により、増収増益となっておりま

す。

(17）有能な人材の確保・育成について

　当社グループでは、大幅な事業拡大に伴って優秀な人材の確保とその育成は重要な課題となっており、内部での人

材育成と抜擢及び外部からの人材登用に努めております。しかしながら、当社グループの属する市場が今後拡大し、

競争が激化すれば、競合他社との人材獲得競争も激化し、当社グループの人材が外部に流出することや、人材確保に

支障をきたす可能性もあります。かかる事態が生じた場合、当社グループの競争力に影響を及ぼす可能性がありま

す。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　財政状態、経営成績の分析は、以下の通りであります。文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当

社が判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表作成に当たり、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告

金額並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や現

状等を合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場

合があります。

(2）経営成績に関する分析

（売上高）

　当連結会計年度における売上高は、16,216百万円となりました。事業別の状況は次の通りであります。

［不動産分譲事業］

　デザイン、プラン、設備等において「こだわり」を持った自社ブランド「ウィルローズ」シリーズのマンション分

譲を展開し、「ウィルローズ瑞江レクト」、「ウィルローズ瑞江クラース」、「ウィルローズ川口」、「ウィルロー

ズ東川口」の４物件等を引渡し、売上高4,155百万円（前連結会計年度比32.6％減）となりました。

［不動産販売代理事業］

　上記自社開発物件及び他社開発物件について、東京都区部で４物件、東京都市部で１物件、埼玉県下で５物件、千葉

県下で１物件、合計で283戸の引渡し等を行い、売上高1,404百万円（前連結会計年度比5.4％増）となりました。

［不動産ソリューション事業］

　不動産ソリューション事業におきましては、「ノステルコート川崎」（収益型賃貸マンション開発）、「ベルブラ

ン吉祥寺」（商業ビル開発）の２物件等を引渡し、売上高11,606百万円（前連結会計年度比707.7％増）となりまし

た。

［その他事業］

　管理業務の受託が前連結会計年度末の４物件から12物件に増加したことに加え、保有物件からの賃貸収入が増加

し、売上高140百万円（前連結会計年度比151.5％増）となりました。

（売上原価・売上総利益）

　当連結会計年度における売上原価は12,262百万円（前連結会計年度比117.8％増）となり、売上総利益は3,953百万

円（同46.1％増）となりました。

（販売費及び一般管理費・営業利益）

　当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、事業拡大に伴う人件費及びプロジェクト販売費の増加があり、

2,234百万円（前連結会計年度比22.1％増）となりました。その結果、営業利益は、1,718百万円（同96.3％増）となり

ました。

　営業損益の事業別内訳は、不動産分譲事業160百万円（前連結会計年度比70.4％減）、不動産販売代理事業527百万

円（同39.9％増）、不動産ソリューション事業1,603百万円（同484.8％増）、その他事業38百万円の営業利益となり

ました。
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（営業外損益・経常利益）

　当連結会計年度における営業外収益は、前連結会計年度の不動産取引に係る解約精算金72百万円が大きく減少し、

匿名組合投資益54百万円がなくなったことから、53百万円（前連結会計年度比65.1％減）となりました。また、営業

外費用は、長期借入金及び短期借入金に対する支払利息339百万円、融資手数料50百万円、株式上場費用20百万円が

主な要因となり426百万円（同26.3％増）となりました。

　この結果、当連結会計年度における経常利益は1,346百万円（同94.6％増）となりました。

（特別損益・当期純利益）

　当連結会計年度における特別損失は、増床工事に伴う備品等の廃棄及び営業用車両の廃車による固定資産除却損2

百万円、売却又は分譲済み自社開発物件の残地部分の減損損失９百万円が主な要因となり14百万円（前連結会計年

度比111.2％増）となりました。

　この結果、当連結会計年度における当期純利益は750百万円（同105.2％増）となりました。

(3）財政状態に関する分析

（流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産は、12,907百万円となり、前連結会計年度末より3,399百万円減少いたしまし

た。主として主力の不動産分譲事業をはじめ、不動産ソリューション事業において物件引渡しが順調に進捗した

ことによるたな卸資産の減少によるものであります。

（固定資産）

　当連結会計年度末における固定資産は、830百万円となり、前連結会計年度末より550百万円増加いたしました。

主として賃貸用不動産の取得による有形固定資産の増加によるものであります。

（流動負債）

　当連結会計年度末における流動負債は、9,790百万円となり、前連結会計年度末より158百万円増加しました。主と

して短期借入金の減少421百万円、一年以内返済予定の長期借入金の増加488百万円、一年以内償還予定の社債の

増加100百万円によるものであります。

（固定負債）

　当連結会計年度末における固定負債は、2,262百万円となり、前連結会計年度末より4,053百万円減少いたしまし

た。主として主力の不動産分譲事業をはじめ、不動産ソリューション事業において物件引渡しが順調に進捗した

ことによる借入金の返済に伴う長期借入金の減少3,858百万円によるものであります。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は、1,683百万円となり、前連結会計年度末より1,045百万円増加いたしました。

主として株式の発行による資本金・資本剰余金の増加299百万円並びに利益剰余金の積み上げによるものであり

ます。

(4）キャッシュ・フローの分析

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べて170百万円

の増加となり、1,601百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要

因は、下記の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は4,375百万円となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益1,331百万円、主力

の不動産分譲事業をはじめ、不動産ソリューション事業において物件引渡しが順調に進捗したことによるたな卸資

産の減少3,588百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額377百万円、未払金の減少252百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は599百万円となりました。主な増加は、定期預金の払戻し6百万円であり、主な減少は、

有形固定資産の取得による支出539百万円であります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は3,605百万円となりました。主な増加は、株式の発行による収入299百万円、長期借入に

よる収入2,943百万円であり、主な減少は、短期借入金の減少421百万円、長期借入金の返済6,313百万円であります。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループでは、不動産分譲事業、不動産販売代理事業及び不動産ソリューション事業におきましては、物件の

引渡時を売上計上時期としております。大規模プロジェクトや利益水準の高いプロジェクト等により、ある特定の

時期に収益が偏重する可能性があります。また、法規制の強化等による建築確認申請の許認可下付までの期間の長

期化、建築工事工程の長期化、建築コストの増加や、天災等不測の事態による工事遅延等が発生し、物件の引渡時期

が中間期末もしくは期末を越えて遅延した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　当社グループでは、これらのリスクを十分に認識した上で、物件の引渡時期の遅延に対しては、可能な限りの対策

を施してまいります。

(6）経営戦略の現状と見直し

　不動産業界におきましては、数年来の好調から一転し、年度後半からは原油や諸資源・資材価格の高騰、サブプ

ライムローン問題に起因する米国経済の景気後退と、それに伴う金融市場の混乱・信用収縮等の影響もあり、不動

産投資市場における不透明感が増してきております。さらに、地価上昇に伴う仕入コストの上昇と建築費の高騰に

加え、建築基準法改正による建築確認審査期間の長期化などにより、分譲マンション市場の悪化が深刻化しており

ます。

　地価上昇及び建築費の高騰によるコストの増加を販売価格に反映することは困難であることから、分譲マンショ

ンの利益率低下はある程度避けられないものと予想されます。

　一方で、昨今の厳しい金融情勢のため、資金難等の理由から、割安な価格での分譲マンションの完成在庫放出が予

想され、そうした物件の買取再販を行うリセール事業を新たに展開いたします。既に２物件の買取を進めており、今

後順次、案件の取り込みを図っていく方針であります。リセール事業においては、当社グループの強い販売力を活か

し、資金を早期回収することにより次の事業の原資とし、短い事業期間で高回転率による資産効率の向上を図り、不

動産市況の悪化による分譲マンションの利益率低下を補っていくことを目指します。

(7）経営者の問題意識と今後の方針について

　当社グループの経営は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき、最善の経営方針を立案するよう努めており

ます。当社グループは、これまで分譲マンションの開発・販売を主力に、収益型賃貸マンションやオフィス・商業ビ

ル等の当社がその土地に最も合うと考える物件を開発してまいりました。今後につきましては、不動産マーケット

及び金融情勢を慎重に洞察し、変化に適時・適切に対応できるよう経営資源を適切に配分することにより、事業規

模を拡大し、事業効率及び収益性を高めるため、以下の中長期戦略を展開してまいります。

　第１に当社の財務体力とのバランスに留意しながら、大型物件にも積極的に取り組み、ジョイントベンチャー等

によりリスク軽減の上、事業の効率化と収益性の向上を図ってまいります。

　第２に分譲マンションにおきまして、現在約３割である自社物件比率を他社物件の販売戸数を維持しながら、自

社分譲販売戸数を増やすことで５割程度まで引き上げ、収益性の向上を図ってまいります。

　第３にドミナント戦略を強化することにより、エリアニーズを把握し、効率的な事業展開を図るとともに企業ブ

ランドの確立を図ります。

　第４に市況ニーズに沿った物件を供給することにより、建築費の上昇等に対応してまいります。具体的には、都

心からの通勤圏内において、デザイン性を重視しスペースの効率化を図った圧縮プランとする等により、グロス価

格を抑えて価格競争力を一層強化してまいります。

　第５にサブプライムローン問題の影響等により不動産ソリューション事業における出口は極めて不透明な状況に

あるため、市況の動向を勘案し、優位性のある立地のみを厳選してまいります。

　また、事業領域の拡大に伴うリスクを回避するための管理体制の強化、コンプライアンスの徹底を図ってまいりま

す。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度中における当社グループの設備投資につきましては、賃貸用不動産及び固定資産として492,054千円、

本社・事務所の増床に伴う内装及び設備工事等として22,894千円、営業社員に対する営業ツールとしてのノートパソ

コン、その他サーバー増設等として16,773千円を中心に、総額は557,810千円であります。

　なお、当連結会計年度におきましては、営業用車両の売却による固定資産売却損223千円、増床工事に伴う備品等の廃

棄、営業用車両の廃車による固定資産除却損2,276千円、遊休資産の減損損失9,364千円を計上しております。

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、以下の通りであります。

(1）提出会社

　 平成20年６月30日現在

事業所名
（所在地）

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）建物

（千円）

構築物

（千円）

車両運搬具

（千円）　

工具器具備品

　

（千円）　

土地

（千円）

合計

（千円）

本社

(東京都新宿区)
全事業

事務所及び

営業設備
34,800 2,386 7,176 15,044 － 59,407 89

高砂寮

(東京都葛飾区）
その他事業 賃貸用不動産 149,364 － － － 232,128 381,493 －

　（注）　上記の他、連結会社以外の者から賃借している資産としては以下のものがあります。

事業所名
（所在地）

事業の種類別セグメントの名称 設備の内容 年間賃借料（千円）

本社

(東京都新宿区)
全事業 賃借建物 115,930

(2）国内子会社
　 平成20年６月30日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セグ
メントの名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
（千円）

車両
運搬具
（千円）

工具器具
備品
（千円）

土地
（千円）

合計
（千円）

㈱エルシード
本社

(東京都新宿区)

不動産分譲事業・

不動産ソリュー

ション事業

営業設備 89,438 2,817 3,310 20,243 115,810 19

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 90,000

計 90,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年９月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,520 25,520 ジャスダック証券取引所 －

計 25,520 25,520 － －

　（注）　普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

①平成18年８月９日臨時株主総会決議

　
事業年度末現在

（平成20年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 1,240 1,165

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,240 1,165

新株予約権の行使時の払込金額（円） 14,500 14,500

新株予約権の行使期間
自　平成20年10月14日

至　平成28年８月９日

自　平成20年10月14日

至　平成28年８月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　14,500

資本組入額　　 7,250

発行価格　　　14,500

資本組入額　　 7,250

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ （注）５

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－ －

　（注）１．平成18年10月13日に開催された取締役会で、個別付与が承認されております。

２．平成18年８月30日後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株

式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ず

る１株未満の端数は切り捨てます。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、平成18年８月30日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合

理的な範囲で付与株式数を調整します。
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３．平成18年８月30日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。

イ　当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

ロ　当社が時価（ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、そ

の時点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又

は自己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げます。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えます。

ハ　上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価

額を調整します。

４．新株予約権の行使の条件は、下記の通りであります。

イ　新株予約権者は、上記①に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取

引所に上場された日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。

ロ　新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

ハ　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。

ニ　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとします。

５．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。

６．平成18年８月29日付で普通株式１株を10株に分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株

予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整

を行っております。
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②平成18年11月24日臨時株主総会決議

　
事業年度末現在

（平成20年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 100 100

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100 100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 14,500 14,500

新株予約権の行使期間
自　平成20年11月25日

至　平成28年11月24日

自　平成20年11月25日

至　平成28年11月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　14,500

資本組入額　　 7,250

発行価格　　　14,500

資本組入額　　 7,250

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－ －

　（注）１．平成18年11月24日開催の臨時株主総会の決議の日（以下「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき

株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う

場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲

で付与株式数を調整します。

２．決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。

イ　当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

ロ　当社が時価（ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、そ

の時点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又

は自己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げます。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替えるものとします。

ハ　上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価

額を調整します。
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３．新株予約権の行使の条件は、下記の通りであります。

イ　新株予約権者は、上記②に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取

引所に上場された日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。

ロ　新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

ハ　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。

ニ　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとします。

ホ　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによります。

４．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。

③平成18年８月９日臨時株主総会決議

　
事業年度末現在

（平成20年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 108 108

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 108 108

新株予約権の行使時の払込金額（円） 14,500 14,500

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月14日

至　平成28年８月９日

自　平成21年７月14日

至　平成28年８月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　14,500

資本組入額　　 7,250

発行価格　　　14,500

資本組入額　　 7,250

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ （注）５

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－ －

　（注）１．平成19年７月13日に開催された取締役会で、個別付与が承認されております。

２．平成18年８月30日後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株

式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ず

る１株未満の端数は切り捨てます。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、平成18年８月30日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合

理的な範囲で付与株式数を調整します。

３．平成18年８月30日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。

イ　当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

ロ　当社が時価（ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、そ

の時点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又

は自己株式の処分を行う場合（当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げます。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己
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株式数」と読み替えます。

ハ　上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価

額を調整します。

４．新株予約権の行使の条件は、下記の通りであります。

イ　新株予約権者は、上記③に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取

引所に上場された日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。

ロ　新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

ハ　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。

ニ　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとします。

５．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。

６．平成18年８月29日付で普通株式１株を10株に分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株

予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整

を行っております。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成16年１月31日

（注）１
620 1,100 31,000 55,000 － －

平成16年６月28日

（注）２
300 1,400 15,000 70,000 － －

平成17年６月27日

（注）３
432 1,832 43,200 113,200 － －

平成18年８月29日

（注）４
16,488 18,320 － 113,200 － －

平成19年６月28日

（注）５
1,000 19,320 5,250 118,450 5,250 5,250

平成19年６月28日

（注）６
2,000 21,320 15,150 133,600 15,150 20,400

平成19年６月29日

（注）７
1,200 22,520 3,000 136,600 3,000 23,400

平成20年３月18日

（注）８
3,000 25,520 149,688 286,288 149,688 173,088

　（注）１．有償第三者割当

１株につき　発行価格　　50,000円　　資本組入額　　50,000円

割当先及び割当株数は永嶋秀和308株、株式会社クリード100株、奥田晃久54株、宮本晋一54株、

株式会社アスコット40株、吉田修36株、菅沼末典18株、株式会社永康ハウジング10株

２．有償第三者割当

１株につき　発行価格　　50,000円　　資本組入額　　50,000円

割当先及び割当株数は永嶋秀和300株

３．有償第三者割当

１株につき　発行価格　　100,000円　　資本組入額　　100,000円

割当先及び割当株数は株式会社永康ハウジング80株、宗吉敏彦80株、永嶋秀和50株、永嶋康雄50株

株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング30株、株式会社アスコット20株、加賀谷慎二20株、

山田健治20株、永嶋洋子20株、山田雄二20株、宮本晋一９株、奥田晃久９株、吉田修６株、岡田一男６株、

三瓶克久５株、菅沼末典３株、阿部慎吾２株、横川正治２株

４．株式分割（１：10）によるものであります。

５．第１回新株予約権の行使によるものであります。発行価格10,000円、資本組入額5,000円

６．第２回新株予約権の行使によるものであります。発行価格14,500円、資本組入額7,250円

７．転換社債の株式転換によるものであります。転換価格5,000円、資本組入額2,500円

８．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　　　108,000円

引受価額　　　　　 99,792円

資本組入額　　　　 49,896円

払込金総額　　　　299,376千円
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（５）【所有者別状況】

　 平成20年６月30日現在

区分

株式の状況
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 2 8 20 3 1 1,090 1,124 －

所有株式数

（株）
－ 140 163 6,005 63 1 19,148 25,520 －

所有株式数の

割合（％）
－ 0.55 0.64 23.53 0.25 0.00 75.03 100.0 －

（６）【大株主の状況】

　 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

永嶋　秀和　 東京都中野区　 9,400 36.83

株式会社クリード　 東京都千代田区霞が関３－２－６　 2,800 10.97

永嶋　康雄　 東京都板橋区　 2,300 9.01

株式会社３Ｈ・トラスト　 東京都中野区江古田１－22－15　 1,000 3.92

株式会社ワイエムエスディー　 東京都板橋区加賀２－７－１　 1,000 3.92

宗吉　敏彦　 東京都千代田区　 800 3.13

株式会社アスコット　 東京都新宿区西新宿６－５－１　 800 3.13

奥田　晃久　 東京都中央区　 790 　3.10

宮本　晋一　 東京都新宿区　 790 　3.10

吉田　修　 東京都板橋区　 480 1.88

計 － 20,160 79.00　

（注）前事業年度末現在主要株主であった永嶋康雄は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。　
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　25,520 25,520 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 25,520 － －

総株主の議決権 － 25,520 －

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第

238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、当社の従業員及び当社の子会社の取締役

及び従業員に対して付与することを平成18年８月９日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであ

ります。また、当社の取締役に対して付与することを平成18年11月24日開催の臨時株主総会において特別決議

されたものであります。

（平成18年８月９日開催の臨時株主総会及び平成18年10月13日開催の取締役会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年８月９日開催の臨時株主総会決議及び平成18

年10月13日開催の取締役会決議により、当社の従業員及び当社の子会社の取締役及び従業員に対し新株予約権

を付与したものであります。

決議年月日 平成18年10月13日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の従業員及び当社の子会社の取締役及び従業員57名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株）

新株予約権の行使時の払込金額（円）

新株予約権の行使期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（平成18年11月24日開催の臨時株主総会及び平成18年11月24日開催の取締役会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年11月24日開催の臨時株主総会決議及び平成18

年11月24日開催の取締役会決議により、当社の取締役に対し新株予約権を付与したものであります。

決議年月日 平成18年11月24日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役１名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株）

新株予約権の行使時の払込金額（円）

新株予約権の行使期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（平成18年８月９日開催の臨時株主総会及び平成19年７月13日開催の取締役会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年８月９日開催の臨時株主総会決議及び平成19

年７月13日開催の取締役会決議により、当社の従業員及び当社の子会社の取締役及び従業員に対し新株予約権

を付与したものであります。

決議年月日 平成19年７月13日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の従業員及び当社の子会社の取締役及び従業員39名
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新株予約権の目的となる株式の種類

「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株）

新株予約権の行使時の払込金額（円）

新株予約権の行使期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　該当事項はありません。

３【配当政策】

　当社は、株主への利益還元を最重要課題として認識しており、競争が激しい不動産業界において、継続的な成長を果

たすために、長期的な観点から財務体質の強化を図りながら収益力の向上を通じて、安定した利益還元に努めてまい

ります。

　当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。この剰余金の配当の決定機関は、株主総

会であります。　

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しつつも創業以来、経営基盤の強化を図ることを目

的として、内部留保金については将来の事業展開の資金として投入し、配当を実施してまいりませんでしたが、平成

20年６月期の業績水準・財務体質等を勘案し、利益還元の一環として１株当たり2,800円の配当を実施することに決定

いたしました。

　当社は今後、株主への利益還元として、業績の進捗状況及び事業計画等を勘案しつつ、業績に応じた安定的な配当を

行っていきたいと考えております。

　当社は会社法第454条第５項に基づき「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うこ

とができる。」旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たりの配当額（円）

平成20年９月25日

定時株主総会　
71,456 2,800
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 平成20年６月

最高（円） － － － － 255,000

最低（円） － － － － 43,850

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

なお、平成20年３月19日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） － － 80,000 59,500 255,000 207,000

最低（円） － － 54,200 43,850 48,000 100,000

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

なお、平成20年３月19日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長
― 永嶋　秀和 昭和45年11月６日生

平成７年４月 扶桑レクセル株式会社入社

平成10年11月 有限会社グローバル住販　代表取締役

平成11年２月 同社を株式会社グローバル住販に組織

変更　代表取締役社長（現任）

平成17年９月 株式会社ハートウェルス・マネジメン

ト　取締役

平成18年６月 株式会社ヒューマンヴェルディ　代表

取締役社長（現任）

平成18年９月 株式会社エルシード　取締役（現任）

(注)３ 　9,400

専務取締役
管理本部長兼

総務人事部長
奥田　晃久 昭和45年12月25日生

平成５年４月 松井建設株式会社入社

平成８年４月 株式会社大徳工務店入社

平成11年４月 当社入社

平成11年10月 当社取締役　営業企画部長

平成14年１月

平成17年９月

当社専務取締役　営業企画部長

株式会社ハートウェルス・マネジメン

ト　代表取締役社長（現任）

平成19年２月 当社専務取締役　総務人事部長

平成19年４月 当社専務取締役　管理本部長兼総務人

事部長（現任）

(注)３ 　790

常務取締役 営業本部長 宮本　晋一 昭和49年３月31日生

平成８年４月 扶桑レクセル株式会社入社

平成11年２月 当社入社　取締役　営業部長

平成14年１月 当社取締役　営業本部長

平成15年９月 当社常務取締役　営業本部長（現任）

(注)３ 　790

取締役 財務経理部長 吉田　修 昭和41年２月11日生

平成２年４月 株式会社大京入社

平成11年５月 当社入社　業務部長

平成13年11月 株式会社エルシード　代表取締役社長

平成14年８月 株式会社エルシード　取締役

平成14年９月 当社取締役　業務部長

平成17年９月 株式会社ハートウェルス・マネジメン

ト　監査役

平成18年７月 当社取締役　管理部長

平成19年４月 当社取締役　財務経理部長（現任）

(注)３ 　480

取締役
プロジェクト

推進部長
菅沼　末典 昭和47年10月６日生

平成８年４月 扶桑レクセル株式会社入社

平成12年７月 当社入社

平成13年11月 株式会社エルシード　取締役

平成14年７月 当社営業部長

平成15年９月 当社取締役　営業企画部長

平成17年７月 当社取締役　営業部長

平成19年２月 当社取締役　営業企画部長

平成19年４月 当社取締役　プロジェクト推進部長

（現任）

(注)３ 　210

取締役 ― 宗吉　敏彦 昭和40年２月25日生

平成元年４月 伊藤忠商事株式会社入社

平成８年６月 株式会社クリード代表取締役社長

（現任）

平成11年２月 当社取締役（現任）

平成11年５月 株式会社フィデック　取締役（現任）

(注)３ 　800

 

EDINET提出書類

株式会社グローバル住販(E04083)

有価証券報告書

33/96



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役

（常勤）
― 三枝　龍次郎 昭和19年８月27日生

昭和43年４月 株式会社日本勧業銀行（現　株式会社

みずほ銀行）入行

平成元年７月 株式会社オリエントコーポレーション

　出向

平成３年９月 株式会社オリエントコーポレーション

　常務取締役

平成14年６月 東京リース株式会社　管理部長

平成18年９月 株式会社エルシード　監査役（現任）

平成18年９月 株式会社ハートウェルス・マネジメン

ト　監査役（現任）

平成18年９月 当社常勤監査役（現任）

(注)４ －

監査役 ― 後藤　勇 昭和15年６月６日生

昭和38年４月 株式会社日本勧業銀行（現　株式会社

みずほ銀行）入行

平成５年１月 日本土地建物株式会社　常務取締役

平成11年６月 日産建設株式会社　監査役

平成15年１月 日本土地建物販売株式会社　監査役

平成18年１月 日本土地建物株式会社　非常勤顧問

（現任）

平成18年５月 当社監査役（現任）

平成18年９月 株式会社エルシード　監査役（現任）

平成18年９月 株式会社ハートウェルス・マネジメン

ト　監査役（現任）

(注)４ ー

監査役 ― 岡崎　鶴男 昭和８年11月４日生

昭和27年11月 警視庁　入庁

昭和58年２月 警視庁　千住警察　署長

昭和62年９月 警視庁　警視正

平成元年３月 警視庁　麻布警察　署長

平成４年９月 警視庁　警視長

平成４年９月 退官

平成４年９月 有限会社岡崎　代表取締役社長(現任)

平成19年５月 当社監査役（現任）

(注)４ ー

　 　 　 計 　 　 12,470

　（注）１．取締役宗吉敏彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役三枝龍次郎、後藤勇及び岡崎鶴男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成21年６月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

４．監査役の任期は、平成23年６月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と適法性を確保しつつ、健全に発展し

ていくために必要な経営統治体制の整備や施策を実施することであり、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ

ております。

　さらに、この目的を実現するためにも、株主をはじめとする利害関係者への経営情報の適時開示（タイムリー・

ディスクロージャー）に対応した体制を整備し、以て株主や投資家が適正に意思決定を行える環境を構築すること

により透明性の高い経営を行っていく方針であります。

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の機関設計の内容

(イ）取締役会

　取締役会は取締役６名（社外取締役１名を含む。）で構成されております。定時取締役会を月１回、臨時取締

役会を必要に応じて開催し、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定

を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。

(ロ）監査役

　当社は、監査役制度のもと、監査役３名によって構成される監査役協議会を毎月開催し、各監査役が監査計画

に則して行った監査役監査について、議論を行い、具体的問題について十分に分析・検討した上で、経営改善に

繋げております。また監査役は取締役会並びにグループ経営会議及びコンプライアンス委員会等の重要な会議

に出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。

　なお、当社は平成20年９月25日開催の定時株主総会において、監査役会を会社の機関として置く旨の定款一部

変更を決議し、監査役会設置会社となっております。　

(ハ）コンプライアンス委員会

　当社グループでは、法令や企業倫理の遵守等のコンプライアンスを経営の重要課題の一つとしております。そ

の統制方針、体制、行動規範を定めたコンプライアンス管理規程を定め、それに基づき当社の代表取締役社長を

委員長として各部署より選任された委員によって構成されるコンプライアンス委員会を随時開催し、様々なコ

ンプライアンス上の課題の検討、並びに全役員及び従業員を対象とした研修を行っております。

　また、リスク情報収集の観点から、公益通報者保護規程に基づく当社グループの全役員及び従業員のための

ホットライン（公益通報窓口）を設置し、常勤監査役が日々公益通報の有無を確認することにより、リスク

ファクターの早期発見に努めております。
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（当社のコーポレート・ガバナンス体制）

②　内部統制システムの整備の状況

　当社は、平成20年１月16日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について決議しておりま

す。

＜内部統制システム構築の基本方針＞

　当社は会社法及び会社法施行規則に基づく「内部統制システム構築の基本方針」を以下の通り定め、内部統制

システムの更なる構築に努めるとともに、社会経済情勢等の変化に対応し、管理体制の継続的な改善と向上を図

る。

Ⅰ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（ⅰ）取締役会は「取締役会規程」に取締役会決議・報告事項等を定め、当該決議・報告事項等の定めに則り

会社の業務執行を決定する。

（ⅱ）社外取締役を招聘し、取締役会が適法に行われていることを独立的な立場から監督する。

（ⅲ）取締役の職務執行状況は、監査計画に基づき監査役の監査を受ける。

（ⅳ）代表取締役をコンプライアンス管理規程の実施統括責任者とし、「コンプライアンス委員会」が実施の

推進及び管理を行う。

（ⅴ）「公益通報者保護規程」に基づき、監査役を窓口とした社内通報制度を設け、内部監視体制を強化する。

（ⅵ）社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、いかなる取引も行わず、毅然とした態度で

臨み、不当要求があった場合は、警察及び顧問弁護士等との連携を図り組織的に対応する。

Ⅱ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（ⅰ）株主総会議事録、取締役会議事録については、「取締役会規程」「文書管理規程」に則り、保存及び管理

する。

（ⅱ）取締役の職務執行に係わる情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。
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Ⅲ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（ⅰ）「リスク管理規程」を制定し、重大な影響を与えるリスクへの即応体制を整備する。

（ⅱ）有事の際には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、危機管理対策にあたる。

Ⅳ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ⅰ）取締役会において、的確な意思決定ができるよう社外取締役を招聘し、適正な取締役員数をもって構成

する。

（ⅱ）各事業を担当する取締役は、具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務執行体制を決定する。

Ⅴ　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（ⅰ）コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス管理規程」に基づき運用し、コンプライアン

ス体制を強化する。

（ⅱ）内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置、各部門の業務プロセス等を監視し、不正

の発見・防止とプロセスの改善に努める。

（ⅲ）監査役を窓口とした社内通報制度を「公益通報者保護規程」に基づき運用し、内部監視体制を強化す

る。

（ⅳ）監査役は、当社の法令順守体制及び社内通報制度の運用に問題があると認めるときは、取締役会に対し

て適宜適切に意見を述べるとともに、必要があるときには改善策の策定を求めることができる。

Ⅵ　当社及びそのグループ各社における業務の適正を確保するための体制

（ⅰ）経営管理については、「関係会社管理規程」を定め、当社への報告制度による子会社経営の管理を行い、

必要に応じてモニタリングを行う。

（ⅱ）当社の内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社及びグループ各社

社長等に報告し、内部統制の整備を推進するとともに、各部と協力の上、改善策の指導、実施の支援・助言

等を行う。

Ⅶ　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

（ⅰ）監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役を補助すべき使用人を置くこ

ととする。

（ⅱ）上記（ⅰ）の使用人は、監査役から監査業務に必要な命令を受けた場合は、取締役からの指揮命令、制約

を受けないものとする。

Ⅷ　監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（ⅰ）取締役及び使用人は、各監査役からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告する。

（ⅱ）監査役は取締役会のほかグループ経営会議、コンプライアンス委員会その他重要な会議又は委員会に出

席し、必要があると認めたときには、適宜適切に意見を述べるとともに、必要があるときには改善策の策定

を求めることができる。

（ⅲ）監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、会社が対処す

べき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見

を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努める。

（ⅳ）社内通報窓口を利用して、全従業員が直接監査役に内部通報ができる体制とする。

Ⅸ　財務報告の信頼性を確保するための体制　

金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への適切な対応のため、財務報告にかかる内部統制が有効かつ

適正に行われる体制の整備・運用・評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。　

③　内部監査、監査役監査及び監査法人の相互連携

　当社の内部監査室、監査役及び監査法人は、中間・期末の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っており

ます。監査役と内部監査室は原則として毎月第二週に定例の連絡会議を行い、内部監査の状況について報告・相

談を行っております。また、必要に応じて、監査法人に対しても会計処理についての相談を随時行う他、当社に即

したコーポレート・ガバナンスの意識向上に向けたアドバイス等を受けており、相互連携を図ることによりそれ

ぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
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④　社外取締役及び社外監査役との関係

　当社の社外取締役　宗吉　敏彦は当社株式を800株保有しており、当社の株主であります。

(3）会計監査の状況及び監査報酬

①　業務を遂行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名

業務を遂行した公認会計士の氏名：　　長澤正浩、長﨑康行

所属する監査法人名：　　　　　　　　あずさ監査法人

監査業務における補助者の構成：　　　公認会計士３名、会計士補１名、その他１名

　なお、当社は平成20年９月25日開催の定時株主総会において、会計監査人を置く旨の決議を行い、あずさ監査

法人を会計監査人として選任しております。　

②　監査報酬

　あずさ監査法人に対する監査報酬は以下の通りであります。

監査報酬 　

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 13,500千円

それ以外の報酬 2,750千円

計 16,250千円

(4）リスク管理体制の整備の状況

　事業リスクの管理につきましては、リスク管理規程を定め、リスク管理委員会を中心にリスクに対する分析及び対

応策を検討しております。各部門において継続的な監視・把握を行い、所定のフローに基づくクレーム報告や公益

通報制度に基づくホットラインを通して、リスクファクターの早期発見に努めるとともに、リスクに関する研修を

行っております。また、必要に応じて、取締役会等において適切な対応を検討しております。

(5）役員報酬の内容

　当事業年度における当社取締役及び監査役に対する役員報酬は以下の通りであります。

役員報酬 　　

取締役に支払った報酬 ６名 145,600千円

（うち、社外取締役） （１名 1,650千円）

監査役に支払った報酬 ３名 16,965千円

（うち、社外監査役） （３名 16,965千円）

計 　 162,565千円

(6）取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。

(7）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

(8）取締役の解任の決議要件　

　当社は、取締役の解任決議において、議決権を行使することのできる株主の過半数を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

(9）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。

(10）中間配当の決定機関

　当社の配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決

議によって行うことができる旨、定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株

主への利益還元の機会を充実させることを目的とするものであります。
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(11）責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役と社外監査役及び会計監査人との間に、任務を怠ったこと

による損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が

規定する額とする旨定款に定めております。これに基づき、当社は、社外取締役と社外監査役との間に、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

(12）取締役と監査役及び会計監査人の責任免除

　当社は、取締役と監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）、監査役（監査役であった者を含む。）及び

会計監査人（会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除

することができる旨定款に定めております。

(13）自己株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策などの経営諸施策を機動的に遂行するこ

とを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式

を取得できる旨定款に定めております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日ま

で）の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）の財務諸表について、並びに、

金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日ま

で）の連結財務諸表及び当事業年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）の財務諸表について、あずさ監

査法人により監査を受けております。

　なお、前連結会計年度及び前事業年度に係る監査報告書は、平成20年２月15日提出の有価証券届出書に添付されたも

のによっております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年６月30日）
当連結会計年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１．現金及び預金 　  1,456,304   1,629,266  

２．受取手形及び売掛金 　  22,638   4,436  

３．たな卸資産 ※１  14,238,800   10,650,683  

４．前払費用 　  365,981   504,075  

５．繰延税金資産 　  33,451   88,983  

６．その他 　  190,018   29,906  

流動資産合計 　  16,307,195 98.3  12,907,352 94.0

Ⅱ　固定資産 　       

(1）有形固定資産 　       

１．建物及び構築物 ※１ 27,317   290,644   

減価償却累計額 　 8,505 18,812  14,654 275,990  

２．車両運搬具 　 39,473   29,737   

減価償却累計額 　 19,018 20,455  19,744 9,993  

３．土地 ※１  1,577   252,372  

４．その他 　 38,425   49,934   

減価償却累計額 　 25,748 12,677  31,580 18,354  

有形固定資産合計 　  53,523 0.3  556,710 4.0

(2）無形固定資産 　       

１．その他 　  9,722   18,874  

無形固定資産合計 　  9,722 0.1  18,874 0.1

(3）投資その他の資産 　       

１．投資有価証券 ※２  73,767   64,512  

２．繰延税金資産 　  －   6,808  

３．その他 　  142,723   183,608  

投資その他の資産合計 　  216,491 1.3  254,928 1.9

固定資産合計 　  279,737 1.7  830,514 6.0

資産合計 　  16,586,932 100.0  13,737,866 100.0
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前連結会計年度

（平成19年６月30日）
当連結会計年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１．短期借入金 ※１  2,951,000   2,529,873  

２．一年以内返済予定の長
期借入金

※１  5,072,557   5,561,269  

３．一年以内償還予定の社
債

　  96,000   196,000  

４．未払法人税等 　  224,145   491,839  

５．未払消費税等 　  20,577   92,391  

６．未払金 　  856,776   599,634  

７．前受金 　  342,632   236,874  

８．賞与引当金 　  9,550   11,399  

９．その他 　  58,742   71,618  

流動負債合計 　  9,631,981 58.0  9,790,901 71.2

Ⅱ　固定負債 　       

１．社債 　  344,000   148,000  

２．長期借入金 ※１  5,880,084   2,021,529  

３．繰延税金負債 　  156   －  

４．その他 　  92,057   93,460  

固定負債合計 　  6,316,298 38.1  2,262,990 16.5

負債合計 　  15,948,279 96.1  12,053,891 87.7

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  136,600 0.8  286,288 2.1

２．資本剰余金 　  23,400 0.1  173,088 1.3

３．利益剰余金 　  476,897 2.9  1,227,173 8.9

株主資本合計 　  636,897 3.9  1,686,549 12.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  228 0.0  △91 0.0

２．為替換算調整勘定 　  1,526 0.0  △2,482 0.0

評価・換算差額等合計 　  1,755 0.0  △2,574 0.0

純資産合計 　  638,652 3.9  1,683,975 12.3

負債純資産合計 　  16,586,932 100.0  13,737,866 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  8,336,208 100.0  16,216,310 100.0

Ⅱ　売上原価 　  5,630,284 67.5  12,262,949 75.6

売上総利益 　  2,705,923 32.5  3,953,361 24.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,830,155 22.0  2,234,443 13.8

営業利益 　  875,768 10.5  1,718,917 10.6

Ⅳ　営業外収益 　       

１．受取利息 　 882   2,532   

２．受取配当金 　 1,383   2,708   

３．受取手数料 　 6,699   4,167   

４. 受取家賃 　 －   16,322   

５．解約精算金 　 72,871   6,122   

６．匿名組合投資益 　 54,009   －   

７．その他 　 17,450 153,297 1.8 21,714 53,568 0.3

Ⅴ　営業外費用 　       

１．支払利息 　 220,487   339,346   

２．支払手数料 　 96,684   50,603   

３．持分法による投資損失 　 624   3,003   

４．株式交付費 　 －   7,921   

５．株式上場費用 　 －   20,436   

６．その他　 　 19,628 337,425 4.0 4,922 426,234 2.6

経常利益 　  691,639 8.3  1,346,251 8.3

Ⅵ　特別利益 　       

１．固定資産売却益 ※２ 1,041 1,041 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失 　       

１．固定資産売却損 ※３ 4,375   223   

２．固定資産除却損 ※４ 290   2,276   

３．ゴルフ会員権評価損 　 2,293   2,830   

４．減損損失 ※５ － 6,959 0.1 9,364 14,695 0.1

税金等調整前当期純利
益

　  685,721 8.2  1,331,556 8.2

法人税、住民税及び事業
税

　 265,365   641,853   

法人税等調整額 　 54,785 320,151 3.8 △60,573 581,279 3.6

当期純利益 　  365,570 4.4  750,276 4.6
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

平成18年６月30日残高（千円） 113,200 － 111,327 224,527 － － 1,800 226,327

連結会計年度中の変動額         

新株の発行(新株予約権の行使) 20,400 20,400 － 40,800 － － － 40,800

新株の発行（転換社債の転換） 3,000 3,000 － 6,000 － － － 6,000

当期純利益 － － 365,570 365,570 － － － 365,570

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額)

－ － － － 228 1,526 △1,800 △45

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

23,400 23,400 365,570 412,370 228 1,526 △1,800 412,325

平成19年６月30日残高（千円） 136,600 23,400 476,897 636,897 228 1,526 － 638,652

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

平成19年６月30日残高（千円） 136,600 23,400 476,897 636,897 228 1,526 638,652

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 149,688 149,688 － 299,376 － － 299,376

当期純利益 － － 750,276 750,276 － － 750,276

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額)

－ － － － △320 △4,009 △4,329

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

149,688 149,688 750,276 1,049,652 △320 △4,009 1,045,322

平成20年６月30日残高（千円） 286,288 173,088 1,227,173 1,686,549 △91 △2,482 1,683,975
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

税金等調整前当期純利益 　 685,721 1,331,556

減価償却費 　 22,005 27,234

賞与引当金の増加額 　 1,650 1,849

受取利息及び受取配当金 　 △2,265 △5,240

支払利息 　 220,487 339,346

為替差損益　 　 － 54

持分法による投資損失 　 624 3,003

固定資産除却損 　 290 2,276

固定資産売却益 　 △1,041 －

固定資産売却損 　 4,375 223

匿名組合投資益 　 △54,009 －

ゴルフ会員権評価損 　 2,293 2,830

減損損失 　 － 9,364

売上債権の減少額（△は増加額） 　 △8,111 18,201

たな卸資産の減少額（△は増加額） 　 △9,147,612 3,588,116

前払費用の減少額（△は増加額） 　 112,525 △149,667

長期前払費用の減少額 　 1,355 403

未払金の増加額（△は減少額） 　 720,833 △252,151

未払消費税等の増加額 　 4,387 71,813

未払費用の増加額（△は減少額） 　 △11,158 1,510

前受収益の減少額 　 △236,399 △105,757

預り金の増加額（△は減少額） 　 △33,800 15,992

その他流動資産の減少額（△は増加
額）

　 △177,901 155,478

その他流動負債の増加額 　 74,118 22,526

小計 　 △7,821,630 5,078,966

利息及び配当金の受取額 　 2,265 5,240

利息の支払額 　 △241,469 △332,399

法人税等の還付額 　 27,410 1,091

法人税等の支払額 　 △122,666 △377,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 △8,156,089 4,375,555
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前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

定期預金の預入による支出 　 △28,000 △7,100

定期預金の払戻による収入 　 27,201 6,000

有形固定資産の取得による支出 　 △14,744 △539,718

有形固定資産の売却による収入 　 22,285 1,380

無形固定資産の取得による支出 　 △565 △18,091

投資有価証券の取得による支出 　 △36,666 －

匿名組合出資有価証券の返還によ
る収入

　 95,659 －

貸付金の回収による収入 　 600 －

保証金の差入による支出 　 △30,037 △17,901

保証金の回収による収入 　 12,708 4,346

出資金の払込による支出 　 △100 △10

保険積立金の積立による支出 　 △3,492 △3,412

ゴルフ会員権の取得による支出 　 △5,520 △25,000

その他 　 1,057 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 40,385 △599,507

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

割賦債務の返済による支出 　 △24,137 △17,938

短期借入金の純増減額 　 2,354,000 △421,126

長期借入れによる収入 　 9,785,400 2,943,700

長期借入金の返済による支出 　 △3,852,607 △6,313,541

社債の償還による支出 　 △96,000 △96,000

株式の発行による収入 　 39,000 299,376

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 8,205,655 △3,605,530

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 － △54

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 　 89,951 170,462

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 1,340,952 1,430,904

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,430,904 1,601,366
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は株式会社エルシード、株式会社

ハートウェルス・マネジメント、株式会

社ヒューマンヴェルディの３社であり、

すべての子会社を連結対象としておりま

す。

　子会社は株式会社エルシード、株式会社

ハートウェルス・マネジメント、株式会

社ヒューマンヴェルディ、アドニス有限

責任中間法人、マードック特定目的会社

の５社であり、すべての子会社を連結対

象としております。

上記のうち、アドニス有限責任中間法人、

マードック特定目的会社は、当連結会計

年度において新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数　１社

持分法適用の関連会社の名称

205 West 147th Street,LLC

　当連結会計年度において当社が出資持

分を取得したことにより、当連結会計年

度より持分法を適用しております。

持分法適用の関連会社数　１社

持分法適用の関連会社の名称

205 West 147th Street,LLC

　

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ．その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）によっております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ．その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

 ②　デリバティブ

　時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

 ③　たな卸資産

イ．仕掛販売用不動産・販売用不動

産

　個別法による原価法によってお

ります。

③　たな卸資産

イ．仕掛販売用不動産・販売用不動

産

同左 

 ロ．貯蔵品

　最終仕入原価法によっておりま

す。

　 　ロ．貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

建物及び構築物　　　　８～18年

車両運搬具　　　　　　４～６年

その他　　　　　　　　４～20年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①　有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

建物及び構築物　　　　10～47年

車両運搬具　　　　　　４～６年

その他　　　　　　　　４～20年
 　 　（追加情報）　

　　法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５%相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。なお、この変更に

よる営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響

は軽微であります。

 ②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内の利用可能期間（５

年）に基づいております。

②　無形固定資産

同左

 (3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法
 　株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。 

①株式交付費

同左 

 　　

―――――――

　

　 ②創立費

　　支出時に全額費用として処理してお

ります。 

　

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権その他これに準ずる債権

の貸倒れによる損失に備えるため一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

 ②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、賞与支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計上

しております。

②　賞与引当金

同左

 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たすものにつ

いては、特例処理によっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

同左

 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金の利息

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ．ヘッジ方針

　金利リスクの低減のために、ヘッジ

を行っております。

ハ．ヘッジ方針

同左

 ニ．ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。なお、特例処理の要

件を満たしている場合は、有効性の

評価を省略しております。

ニ．ヘッジ有効性の評価

同左

 (7）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっており、控除対象外

消費税等は当連結会計年度の費用と

して処理しています。

　なお、固定資産に係る控除対象外消

費税等は、長期前払費用に計上し、５

年間で均等償却しております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

（固定資産の減価償却方法の変更）

　平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

　これに伴う損益への影響は軽微であります。

―――――――
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

　―――――――

　

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「受取家賃」（前連結会計年度は

2,891千円）は、営業外収益総額の100分の10超となったた

め、当連結会計年度より区分掲記しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

※１　担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。

担保資産

※１　担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。

担保資産

たな卸資産 13,031,086千円

計 13,031,086千円

建物及び構築物

土地

たな卸資産

238,803

252,372

8,908,844

千円

千円

千円

計 9,400,020千円

担保付負債 担保付負債

短期借入金 2,389,560千円

一年以内返済予定の長期借入金 5,277,700千円

長期借入金 5,186,500千円

計 12,853,760千円

短期借入金 1,990,873千円

一年以内返済予定の長期借入金 5,496,915千円

長期借入金 1,880,097千円

計 9,367,887千円

　※２　関連会社に対するものは次の通りであります。

　　投資有価証券　　　　　　　　　　　37,567千円

　※２　関連会社に対するものは次の通りであります。

　　投資有価証券　　　　　　　　　　  28,852千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

役員報酬 218,000千円

給与手当 373,802千円

プロジェクト販売費 578,452千円

賞与引当金繰入額 7,350千円

役員報酬 244,395千円

給与手当 450,046千円

プロジェクト販売費 669,232千円

賞与引当金繰入額 9,399千円

※２　固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 ※２　　　　　　　　―――――――

車両運搬具 1,041千円 　

※３　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 ※３　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

車両運搬具 4,375千円 車両運搬具 223千円

※４　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

建物及び構築物 170千円

車両運搬具 120千円

建物及び構築物 1,194千円

車両運搬具 744千円

その他 338千円

※５　　　　　　　　―――――――  ※５　減損損失　

 　　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上しました。　

　 (1) 減損損失を認識した資産の概要
 場所 用途 種類 金額

北区赤羽１丁目

遊休資産

土地 　1,310千円

中央区新川１丁目 土地 267千円

足立区梅田２丁目 借地権 　7,787千円

(2) 減損損失の認識に至った経緯　

　当該資産は、既に売却又は分譲済み自社開発物件の隣接

地で、開発物件として利用できなかった残地部分であり

ます。当該資産については隣接地所有者並びに底地権者

等への売却を進めておりましたが、売却交渉が進まない

こと並びに当社グループにおいて利用価値を見出すこと

ができないことから帳簿価額の全額（9,364千円）を、減

損損失として、特別損失に計上しました。 

(3) 資産のグルーピングの方法

　当社グループは、事業会社毎及び遊休資産を、減損損失

を把握するグルーピングの単位としております。遊休資

産については個別物件単位にてグルーピングを行ってお

ります。

(4) 回収可能価額の算定方法

　使用価値がなく、売却も見込めないため、回収可能価額

はありません。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 1,832 20,688 － 22,520

合計 1,832 20,688 － 22,520

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）　当連結会計年度の発行済株式数の増加の内訳は、新株予約権の行使による増加が3,000株、転換社債の株式転換に

よる増加が1,200株、平成18年８月29日をもって普通株式１株を10株に分割したことに伴う増加が16,488株であ

ります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式　（注） 22,520 3,000 － 25,520

合計 22,520 3,000 － 25,520

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）　当連結会計年度の発行済株式数の増加の内訳は、株式上場に伴う有償一般募集による新株の発行3,000株でありま

す。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　(1)　配当金支払額

　該当事項はありません。

　(2)　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年９月25日

定時株主総会
普通株式 71,456 利益剰余金 2,800 平成20年６月30日 平成20年９月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

　 （千円）

現金及び預金勘定 1,456,304

満期までの期間が３か月を超える

定期預金
△25,400

現金及び現金同等物 1,430,904

　 （千円）

現金及び預金勘定 1,629,266

満期までの期間が３か月を超える

定期預金
△27,900

現金及び現金同等物 1,601,366
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（リース取引関係）

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため、連結財務諸表規則第15条の３が準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため、連結財務諸表規則第15条の３が準用する財務諸表

等規則第８条の６の規定により、記載を省略しております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 種類

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 2,390 2,775 385 － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 2,390 2,775 385 － － －

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － － 2,390 2,235 155

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 2,390 2,235 155

合計 2,390 2,775 385 2,390 2,235 155

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式   

その他関係会社有価証券 37,567 28,852

(2）その他有価証券   

非上場株式 33,425 33,425

合計 70,992 62,277
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

(1）取引の内容

　金利関係について金利キャップ取引及び金利スワップ

取引を利用しております。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回

避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　金利関連について、借入金利等の将来の金利市場におけ

る利率上昇による変動リスクを回避する目的で、デリバ

ティブ取引を利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

おります。

(3）取引の利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たすものについては、特例処理に

よっております。

　

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金の利息

　

ヘッジ方針

　金利リスクの低減のために、ヘッジを行っておりま

す。

　

ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

　なお、特例処理の要件を満たしている場合は、有効性

の評価を省略しております。

　

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定して

いるため信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及

び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁権限者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あく

までもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は

計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ

取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

EDINET提出書類

株式会社グローバル住販(E04083)

有価証券報告書

58/96



区分 種類

前連結会計年度（平成19年６月30日） 当連結会計年度（平成20年６月30日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

以外の取引
金利キャップ取引 100,000 100,000 493 △753 100,000 － 84 △409

合計 100,000 100,000 493 △753 100,000 － 84 △409

前連結会計年度 　 当連結会計年度

　（注）１．時価の算定方法

　取引金融機関等から提示された価格等に基

づき算定しております。

　 　（注）１．時価の算定方法

同左

２．ヘッジ会計を適用しているものについて

は、開示の対象から除いております。

　 ２．　　　　　 同左

（退職給付関係）

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

(1）ストック・オプションの内容

　 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成19年６月期

付与対象者の区分及び数
当社の取締役１名

子会社の取締役１名
外部協力者２名

当社の従業員46名

当社の子会社の取締

役３名

当社の子会社の従業

員14名

当社の取締役１名

株式の種類別のストック・オ

プション数（注）１
普通株式　1,000株 普通株式　2,000株 普通株式　1,304株 普通株式　100株

付与日（取締役会決議日） 平成17年６月10日 平成18年６月28日 平成18年10月13日 平成18年11月24日

権利確定条件
権利確定条件はあり

ません。

権利確定条件はあり

ません。
（注）２ （注）２

対象勤務期間
対象勤務期間の定め

はありません。

対象勤務期間の定め

はありません。

対象勤務期間の定め

はありません。

対象勤務期間の定め

はありません。

権利行使期間
自平成17年６月28日

至平成22年６月27日

自平成18年７月１日

至平成23年６月30日

自平成20年10月14日

至平成28年８月９日

自平成20年11月25日

至平成28年11月24日

　（注）１．株式数に換算して記載しております。なお、平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算

して記載しております。

２．権利行使の条件は以下の通りであります。

①　新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場され

た日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。

②　新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでありません。

③　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。

④　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとします。

⑤　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによります。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

　 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成19年６月期

権利確定前（株）     

前連結会計年度末 － 2,000 － －

付与 － － 1,451 100

失効 － － 147 －

権利確定 － 2,000 － －

未確定残 － － 1,304 100

権利確定後（株）     

前連結会計年度末 1,000 － － －

権利確定 － 2,000 － －

権利行使 1,000 2,000 － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －

　（注）　平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算して記載しております。

②　単価情報

　 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成19年６月期

付与日（取締役会決議） 平成17年６月10日 平成18年６月28日 平成18年10月13日 平成18年11月24日

権利行使価格（円） 10,000 14,500 14,500 14,500

行使時平均株価（注）（円） － － － －

公正な評価単価（付与日）

（円）
－ － － －

　（注）１．平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の権利行使価格に換算して記載しております。

２．行使時平均株価については、当社株式は非上場なので記載しておりません。
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当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

(1）ストックオプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。　

(2）ストック・オプションの内容

　 平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期　

付与対象者の区分及び数

当社の従業員42名

当社の子会社の取締役３

名

当社の子会社の従業員12

名

当社の取締役１名

当社の従業員31名

当社の子会社の取締役１

名

当社の子会社の従業員7名

株式の種類別のストック・オプ

ション数（注）１
普通株式　1,240株 普通株式　100株 　普通株式　108株

付与日（取締役会決議日） 平成18年10月13日 平成18年11月24日 　平成19年７月13日

権利確定条件 （注）２ （注）２ 　（注）２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ

りません。

対象勤務期間の定めはあ

りません。

対象勤務期間の定めはあ

りません。

権利行使期間
自平成20年10月14日

至平成28年８月９日

自平成20年11月25日

至平成28年11月24日

自平成21年７月14日　

至平成28年８月９日

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下の通りであります。

①　新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場され

た日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。

②　新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでありません。

③　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。

④　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとします。

⑤　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによります。
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(3）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

　 平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期　

権利確定前（株）    

前連結会計年度末 1,304 100 －

付与 － － 132

失効 64 － 24

権利確定 － － －

未確定残 1,240 100 108

権利確定後（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

　（注）　平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算して記載しております。

②　単価情報

　 平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期　

付与日（取締役会決議） 平成18年10月13日 平成18年11月24日 　平成19年７月13日

権利行使価格（円） 14,500 14,500 14,500

行使時平均株価（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

　

(4)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・オ

プションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。

なお、単位あたりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定してお

り、当社株式の評価方法は、時価純資産法に基づき、収益還元法による算定価格を勘案して決定しております。

　

(5)当連結会計年度末における本源的価値

　 当事業年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額は、133,940千円です。

　

(6)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

 　該当事項はありません。

　

(7)ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　 （千円）

繰延税金資産（流動）  

繰越欠損金 19,749

未払事業税 17,947

販売用不動産 4,145

賞与引当金 3,886

未払費用 505

繰延税金資産小計 46,233

評価性引当額 △12,781

繰延税金資産合計 33,451

繰延税金負債（固定）  

その他投資有価証券評価差額金 △156

繰延税金負債合計 △156

繰延税金資産の純額 33,295

　 （千円）

繰延税金資産（流動）  

繰越欠損金 19,071

未払事業税 40,202

販売用不動産 8,906

賞与引当金 4,597

未払費用 520

連結会社間内部利益消去 33,735

その他　 1,020

繰延税金資産（流動）小計 108,054

評価性引当額 △19,071

繰延税金資産（流動）合計 88,983

繰延税金資産（固定）　  

減損損失　 3,810

持分法適用会社への投資に係る一時差異 2,934

ゴルフ会員権評価損 1,151

その他有価証券評価差額金　 63

繰延税金資産（固定）小計　 7,960

評価性引当額 △1,151

繰延税金資産（固定）合計　　 6,808

繰延税金資産合計　 95,791

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8

評価性引当金 1.3

住民税均等割 0.2

留保金課税 1.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7

　 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1

評価性引当金 0.1

住民税均等割 0.1

繰越欠損金 0.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.7
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（企業結合等関係）

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）　

該当事項はありません。　

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）　

該当事項はありません。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　
不動産分譲
事業
（千円）

不動産販売
代理事業
（千円）

不動産ソ
リューショ
ン事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
6,165,020 678,178 1,437,000 56,009 8,336,208 － 8,336,208

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 654,013 － － 654,013 (654,013) －

計 6,165,020 1,332,192 1,437,000 56,009 8,990,222 (654,013) 8,336,208

営業費用 5,623,466 955,267 1,162,720 59,223 7,800,678 (340,237) 7,460,440

営業利益（又は営業

損失）
541,553 376,924 274,279 (3,214) 1,189,544 (313,776) 875,768

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 5,133,775 179,488 9,555,184 164,519 15,032,967 1,553,964 16,586,932

減価償却費 1,542 10,677 1,059 1,743 15,023 6,981 22,005

資本的支出 1,734 6,733 90 154 8,712 6,597 15,309

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容は次の通りであります。

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売、リノベーションによるバリューアップ

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、保険代理店業務等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は371,380千円であり、その主なもの

は総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は2,149,503千円であり、その主なものは当社での長期投

資資産及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　
不動産分譲
事業
（千円）

不動産販売
代理事業
（千円）

不動産ソ
リューショ
ン事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
4,155,680 321,561 11,606,954 132,113 16,216,310 － 16,216,310

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 1,082,822 － 8,771 1,091,594 (1,091,594) －

計 4,155,680 1,404,384 11,606,954 140,885 17,307,904 (1,091,594) 16,216,310

営業費用 3,995,381 877,143 10,003,081 102,366 14,977,972 (480,580) 14,497,392

営業利益 160,299 527,241 1,603,872 38,518 2,329,932 (611,014) 1,718,917

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 6,191,476 210,106 5,231,573 425,733 12,058,891 1,678,975 13,737,866

減価償却費 3,032 13,515 2,955 935 20,439 6,795 27,234

資本的支出 55,031 41,262 47,477 397,714 541,486 16,324 557,810

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容は次の通りであります。

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売、リノベーションによるバリューアップ

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、保険代理店業務等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は707,213千円であり、その主なもの

は総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は2,630,254千円であり、その主なものは当社での長期投

資資産及び管理部門に係る資産等であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 永嶋秀和 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接　44.9

－ －

銀行借入に対

する債務被保

証

（注）３(1)

842,341 － －

－ －

社債発行に対

する債務被保

証

（注）３(2)

145,600 － －

－ －

社用車割賦購

入に対する債

務被保証

（注）３(3)

13,018 － －

－ －

リース取引に

対する債務被

保証

（注）３(4)

3,122 － －

－ －
社宅の賃借

（注）３(5)
2,100 － －

－ －
新株予約権の

行使
5,250

資本金 2,625

資本準備

金
2,625

役員 奥田晃久 － － 当社取締役
（被所有）

直接　 3.5

－ －

銀行借入に対

する債務被保

証

（注）３(1)

2,400 － －

－ －

社債発行に対

する債務被保

証

（注）３(2)

5,600 － －

役員 宮本晋一 － － 当社取締役
（被所有）

直接　 3.5
－ －

社宅の賃借

（注）３(5)
600 － －

役員 吉田　修 － － 当社取締役
（被所有）

直接　 2.1
－ －

社宅の賃借

（注）３(5)
600 － －

役員 菅沼末典 － － 当社取締役
（被所有）

直接　 0.9
－ －

社宅の賃借

（注）３(5)
600 － －

役員 宗吉敏彦 － －

当社取締役

及び株式会

社クリード

代表取締役

（注）２

（被所有）

直接　 3.6
－ －

社債利息の支

払い
174 － －

転換社債の転

換
6,000 － －

役員及びそ

の近親者
永嶋康雄 － －

株式会社エ

ルシード代

表取締役

（被所有）

直接　12.0

－ －

銀行借入に対

する債務被保

証

（注）３(1)

16,100 － －

－ －
新株予約権の

行使
5,250

資本金 2,625

資本準備

金
2,625

役員 廣渡嘉秀 － －

当社監査役

及び株式会

社エイ・

ジー・エス

・コンサル

ティング代

表取締役

（被所有）

直接　 1.3
－ －

ＩＰＯ支援委

託料

（注）３(6)
5,200 － －

役員及び近

親者が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等

㈱３Ｈ・ト

ラスト

（注）４

東京都

中野区
1,000 資産管理業

（被所有）

直接　 4.4
兼任

１名

新株予

約権の

引受先

新株予約権の

行使
15,150 － －

㈱ワイエム

エスディー

（注）５

東京都

板橋区
3,000 資産管理業

（被所有）

直接　 4.4
－

新株予

約権の

引受先

新株予約権の

行使
15,150 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．当社取締役宗吉敏彦が第三者（株式会社クリード）の代表者として行った取引であります。同社は当社取締

役宗吉敏彦が代表取締役社長を務めております。また、同社は当社の株式を12.4％保有しております。
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３．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）当社の銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。

(2）当社の社債発行に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。当該取引は

平成19年12月をもって解消されております。

(3）当社の社用車割賦購入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。当該

取引は平成19年12月をもって解消されております。

(4）当社のリース契約に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。当該取引

は平成19年11月をもって解消されております。

(5）当社の借上社宅については、会社負担分を記載しております。当該借上社宅の賃借料については近隣相場を

参考に決定しております。なお、当該借上社宅につきましては、平成18年12月末日をもって解消しておりま

す。

(6）株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティングの子会社である株式会社ベックワンソリューションに、Ｉ

ＰＯ支援業務を委託しており、支払につきましては、一般取引と同様に決定しております。当社監査役廣渡

嘉秀は、株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティングの代表取締役副社長を務めております。なお、廣渡

嘉秀は平成19年２月21日付けで当社監査役を辞任しており、株式会社ベックワンソリューションとのＩＰ

Ｏ支援業務委託契約は平成19年11月をもって終了しております。

４．当社代表取締役社長永嶋秀和及び近親者が議決権の過半数を所有しております。

５．当社代表取締役社長永嶋秀和の近親者永嶋康雄が議決権の過半数を所有しております。

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 永嶋秀和 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接　36.8
－ －

銀行借入に対

する債務被保

証

（注）２(1)

99,440 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）当社の銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。当該取引は

平成20年７月をもって解消されております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 28,359円35銭

１株当たり当期純利益金額 19,920円99銭

１株当たり純資産額 65,986円49銭

１株当たり当期純利益金額 32,090円51銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 31,631円86銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権等の残高はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。

　

　当社は、平成18年８月29日付で株式１株につき10株の株式

分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たりの情報については、それぞれ以下の通りとなり

ます。

　

　

前連結会計年度

１株当たり純資産額 12,255円87銭

１株当たり当期純利益金額 8,990円54銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権等の残高はありますが、当社株

式は非上場であるため、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであり

ます。

 
前連結会計年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 365,570 750,276

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 365,570 750,276

期中平均株式数（株） 18,351 23,380

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 339

（うち新株予約権） － (339)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

第３回新株予約権（新株予約権の

数1,304個）及び第４回新株予約権

（新株予約権の数100個）

　－
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

　平成19年11月14日開催の取締役会決議に基づき、次の通り

子会社を設立いたしました。

　―――――――

１．有限責任中間法人 　

(1）名称　アドニス有限責任中間法人 　

(2）基金の総額（出資比率）

6,000千円（株式会社グローバル住販100％）

　

　

(3）所在地　東京都港区 　

(4）代表者　松澤和浩 　

(5）事業内容

資産の流動化に係る業務を目的として設立される特

定目的会社の特定出資等の取得、保有及び処分

　

　

(6）設立日　平成19年12月７日 　

２．特定目的会社 　

(1）商号　マードック特定目的会社 　

(2）特定資本金の額（出資比率）

100千円（株式会社グローバル住販100％）

　

　

(3）所在地　東京都港区 　

(4）代表者　粟国正樹 　

(5）事業内容

資産の流動化に関する法律に基づく資産流動化計画

に従った特定資産の譲受け並びにその管理及び処分

に係る業務

　

　

(6）設立日　平成19年12月７日 　

３．保有する物件

　マードック特定目的会社は、当社の子会社である株式会

社エルシードより、平成20年３月を目途に次の２物件の

譲渡を受け保有します。

　

　

(1）Ｂｌｕｅ 　

所在 東京都港区海岸２丁目

地積 240.04㎡

建物構造 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建

種類 共同住宅

床面積 1,218.90㎡

 

(2）目黒モンドールビル 　

所在 東京都品川区大崎２丁目

地積 197.52㎡

建物構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根
地下１階付９階建

種類 店舗事務所

床面積 1,133.88㎡

 

　平成19年12月25日開催の取締役会決議に基づき、アドニ

ス有限責任中間法人と特定出資持分契約書を締結し、

マードック特定目的会社の特定出資持分の全部を譲渡し

ました。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

㈱グローバル住販 第２回無担保社債
平成16年

８月31日

60,000

(16,000)

44,000

(16,000)

短期プライム

レート－1.0
無担保

平成22年

８月31日

㈱グローバル住販 第３回無担保社債
平成17年

７月11日

140,000

(40,000)

100,000

(40,000)

全銀協TIBOR

＋0.1
無担保

平成22年

７月９日

㈱グローバル住販 第４回無担保社債
平成17年

９月30日

140,000

(40,000)

100,000

(40,000)

全銀協TIBOR

＋0.1
無担保

平成22年

９月30日

㈱グローバル住販 第５回無担保社債
平成18年

３月15日

100,000

(－)

100,000

(100,000)
1.7 無担保

平成21年

３月13日

合計 － －
440,000

(96,000)

344,000

(196,000)
－ － －

　（注）１．（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下の通りであります。

１年以内（千円）
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

196,000 96,000 52,000 － －

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 2,951,000 2,529,873 3.3 －

１年以内に返済予定の長期借入金 5,072,557 5,561,269 2.9 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,880,084 2,021,529 2.9 平成20年～平成25年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債     

長期未払金 17,938 － － －

計 13,921,579 10,112,673 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下の通りであり

ます。

区分
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 1,853,065 119,100 25,644 22,320

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１．現金及び預金 　  1,114,517   1,071,810  

２．売掛金 ※２  59,959   78,052  

３．貯蔵品 　  406   1,510  

４．前払費用 　  27,390   39,256  

５．繰延税金資産 　  11,375   15,736  

６．短期貸付金 ※２  －   300,000  

７．未収還付法人税 　  1,185   －  

８．その他 　  5,921   2,808  

流動資産合計 　  1,220,757 62.3  1,509,174 57.0

Ⅱ　固定資産 　       

(1）有形固定資産 　       

１．建物 ※１ 27,317   198,331   

減価償却累計額 　 8,505 18,812  14,166 184,164  

２. 構築物 　 －   2,545   

　　減価償却累計額 　 － －  159 2,386  

３．車両運搬具 　 30,562   20,827   

減価償却累計額 　 14,805 15,757  13,651 7,176  

４．工具器具備品 　 35,589   42,832   

減価償却累計額 　 23,972 11,616  27,788 15,044  

５．土地 ※１  －   232,128  

有形固定資産合計 　  46,186 2.4  440,900 16.7

(2）無形固定資産 　       

１．ソフトウェア 　  1,326   14,141  

２．その他 　  455   4,448  

無形固定資産合計 　  1,781 0.1  18,590 0.7
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前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産 　       

１．投資有価証券 　  21,275   20,735  

２．関係会社株式 　  530,571   498,722  

３．その他の関係会社有
価証券

　  36,666   36,666  

４．敷金・保証金　 　  80,355   83,065  

５．長期前払費用 　  4,892   3,256  

６. ゴルフ会員権 　  －   27,600  

７. 繰延税金資産 　  －   63  

８．その他 　  16,994   8,669  

投資その他の資産合計 　  690,754 35.2  678,778 25.6

固定資産合計 　  738,723 37.7  1,138,268 43.0

資産合計 　  1,959,481 100.0  2,647,443 100.0

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１．短期借入金 ※１  440,000   792,000  

２．一年以内返済予定の長
期借入金

　  170,657   64,354  

３．一年以内償還予定の社
債

　  96,000   196,000  

４．未払金 　  93,449   103,846  

５．未払費用 　  2,101   1,594  

６．未払法人税等 　  4,950   101,033  

７．未払消費税等 　  20,577   17,251  

８．前受金 　  165,531   176,278  

９．預り金 　  46,198   60,165  

10．前受収益 　  2,900   6,820  

11．賞与引当金 　  7,192   9,067  

流動負債合計 　  1,049,559 53.6  1,528,412 57.7

Ⅱ　固定負債 　       

１．社債 　  344,000   148,000  

２．長期借入金 　  281,684   141,432  

３．長期未払金 　  13,018   －  

４．繰延税金負債 　  156   －  

５. その他 　  －   9,000  

固定負債合計 　  638,858 32.6  298,432 11.3

負債合計 　  1,688,418 86.2  1,826,844 69.0
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前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  136,600 7.0  286,288 10.8

２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 23,400   173,088   

資本剰余金合計 　  23,400 1.2  173,088 6.5

３．利益剰余金 　       

(1）その他利益剰余金 　       

繰越利益剰余金 　 110,834   361,315   

利益剰余金合計 　  110,834 5.6  361,315 13.7

株主資本合計 　  270,834 13.8  820,691 31.0

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  228 0.0  △91 △0.0

評価・換算差額等合計 　  228 0.0  △91 △0.0

純資産合計 　  271,062 13.8  820,599 31.0

負債純資産合計 　  1,959,481 100.0  2,647,443 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  1,148,470 100.0  1,419,150 100.0

Ⅱ　売上原価 　  － －  3,972 0.3

売上総利益 　  1,148,470 100.0  1,415,178 99.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,108,116 96.5  1,269,053 89.4

営業利益 　  40,354 3.5  146,124 10.3

Ⅳ　営業外収益 　       

１．受取利息 ※１ 10,110   13,034   

２．受取配当金 ※１ 47,116   164,381   

３．受取手数料 ※１ 28,434   112,321   

４．解約精算金 　 4,621   3,319   

５．受取家賃 ※１ 33,110   37,904   

６．匿名組合投資益 　 54,009   －   

７．その他 　 2,468 179,871 15.6 2,911 333,873 23.5

Ⅴ　営業外費用 　       

１．支払利息 　 21,631   28,218   

２．社債利息 　 3,983   3,981   

３．株式交付費　 　 －   7,921   

４. 株式上場費用　 　 －   20,436   

５．その他 　 2,447 28,061 2.4 54 60,612 4.3

経常利益 　  192,164 16.7  419,386 29.5

Ⅵ　特別利益 　       

１．固定資産売却益 ※３ 1,041 1,041 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失 　       

１．固定資産売却損 ※４ 1,038   223   

２．固定資産除却損 ※５ 290   2,276   

３．ゴルフ会員権評価損 　 2,293   2,830   

４．関係会社株式評価損 　 5,428 9,050 0.8 37,848 43,180 3.0

税引前当期純利益 　  184,154 16.0  376,206 26.5

法人税、住民税及び事業
税

　 10,684   130,086   

法人税等調整額 　 69,809 80,494 7.0 △4,361 125,725 8.8

当期純利益 　  103,659 9.0  250,480 17.7
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売上原価明細書

　不動産賃貸原価

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

支払手数料 　 － － 2,857 71.9

減価償却費 　 － － 549 13.9

業務委託料 　 － － 267 6.7

 保険料 　 － － 181 4.6

 水道光熱費　 　 － － 116 2.9

売上原価合計 　 － － 3,972 100.0

　（原価計算の方法）

　　原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　

株主資本
評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日残高（千円） 113,200 － 7,174 120,374 － 1,800 122,174

事業年度中の変動額        

新株の発行（新株予約権の行使） 20,400 20,400 － 40,800 － － 40,800

新株の発行（転換社債の転換） 3,000 3,000 － 6,000 － － 6,000

当期純利益 － － 103,659 103,659 － － 103,659

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

－ － － － 228 △1,800 △1,571

事業年度中の変動額合計（千円） 23,400 23,400 103,659 150,459 228 △1,800 148,888

平成19年６月30日残高（千円） 136,600 23,400 110,834 270,834 228 － 271,062

当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年６月30日残高（千円） 136,600 23,400 110,834 270,834 228 271,062

事業年度中の変動額       

新株の発行 149,688 149,688 － 299,376 － 299,376

当期純利益 － － 250,480 250,480 － 250,480

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

－ － － － △320 △320

事業年度中の変動額合計（千円） 149,688 149,688 250,480 549,856 △320 549,536

平成20年６月30日残高（千円） 286,288 173,088 361,315 820,691 △91 820,599
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び評価

方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によってお

ります。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によっておりま

す。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法によって

おります。

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基準及

び評価方法

　時価法によっております。 同左

３．たな卸資産の評価基準及び評

価方法

(1）貯蔵品

　最終仕入原価法によっております。

(1）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物　　　　　　　　　８～18年

車両運搬具　　　　　　４～６年

工具器具備品　　　　　４～20年

　

　

(1）有形固定資産

  定率法によっております。

　ただし、建物（建物附属設備は除く）

については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物　　　　　　　　　10～47年

車両運搬具　　　　　　４～６年

工具器具備品　　　　　４～20年

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得

価額の５%相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。なお、この変更による営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響は軽微であります。

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内の利用可能期間（５年）に

基づいております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

５．繰延資産の処理方法  (1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理してお　

ります。

 (1）株式交付費

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権その他これに準ずる債権の

貸倒れによる損失に備えるため一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に備えるため、賞与支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たすものについ

ては、特例処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減のために、ヘッジを

行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。

　なお、特例処理の要件を満たしている

場合は、有効性の評価を省略しており

ます。

(4）ヘッジ有効性の評価

同左

９．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

EDINET提出書類

株式会社グローバル住販(E04083)

有価証券報告書

80/96



会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

（固定資産の減価償却方法の変更）

　平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

　これに伴う損益への影響は軽微であります。

―――――――

　

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

　―――――――

　

（貸借対照表）

　前事業年度において投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「ゴルフ会員権」（前事業年度

は5,430千円）は、総資産の100分の１超となったため、当事
業年度より区分掲記しております。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

※１　　　　　　　――――――― ※１　担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。　

　 担保資産

建物　 149,364千円

土地　 232,128千円

　計 381,493千円

　 担保付債務　

短期借入金　 295,000千円

　計 295,000千円

※２　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。　

※２　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。　

売掛金 37,471千円

前受金 18,823千円

売掛金 74,131千円

短期貸付金 300,000千円

　３　偶発債務

債務保証

　次の関係会社等について、金融機関からの借り入れ

に対し債務保証を行っております。

　３　偶発債務

債務保証

　次の関係会社等について、金融機関からの借り入れ

に対し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱エルシード 5,756,500 借入債務

計 5,756,500 －

保証先 金額（千円） 内容

㈱エルシード 3,552,700 借入債務

計 3,552,700 －
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１　関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。

※１　関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。

売上高 654,013千円

受取利息 9,553千円

受取配当金 46,000千円

受取手数料 23,760千円

受取家賃 33,110千円

売上高 1,082,822千円

受取利息 12,023千円

受取配当金 162,000千円

受取手数料 110,532千円

受取家賃 37,904千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

役員報酬 144,750千円

給与手当 347,645千円

賞与 74,871千円

法定福利費 59,553千円

プロジェクト販売費 151,996千円

地代家賃 97,532千円

減価償却費 17,830千円

賞与引当金繰入額 7,192千円

役員報酬 162,565千円

給与手当 427,499千円

賞与 84,975千円

法定福利費 73,273千円

プロジェクト販売費 35,074千円

地代家賃 125,943千円

減価償却費 22,458千円

賞与引当金繰入額 9,067千円

おおよその割合 おおよその割合

販売費 18.9％

一般管理費 81.1％

販売費 13.1％

一般管理費 86.9％

※３　固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 ※３　　　　　　　　　　―――――――

車両運搬具 1,041千円  

※４　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 ※４　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

車両運搬具 1,038千円 車両運搬具 223千円

※５　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※５　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

建物 170千円

車両運搬具 120千円

建物 1,194千円

車両運搬具 744千円

工具器具及び備品 338千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記

載を省略しております。

当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

　重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため財務諸表等規則第８条の６の規定により、記載を省

略しております。

（有価証券関係）

　前事業年度（平成19年６月30日）及び当事業年度（平成20年６月30日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　 （千円）

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 2,926

未払費用 380

未払事業税 1,101

関係会社株式評価損 2,209

繰越欠損金 6,967

繰延税金資産小計 13,584

評価性引当金 △2,209

繰延税金資産合計 11,375

繰延税金負債（固定）  

その他投資有価証券評価差額金 △156

繰延税金負債合計 △156

繰延税金資産の純額 11,219

　 （千円）

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 3,689

未払費用 417

未払事業税 10,608

その他　 1,020

繰延税金資産（流動）合計 15,736

繰延税金資産（固定）  

関係会社株式評価損 17,609

ゴルフ会員権評価損 1,151

その他投資有価証券評価差額金　 63

繰延税金資産（固定）小計 18,824

評価性引当金　 △18,761

繰延税金資産（固定）合計 63

繰延税金資産合計 15,799

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.4

住民税均等割 0.3

留保金課税 5.5

評価性引当金 1.2

受取配当金等益金に算入されない項目 △9.4

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.7

　 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.1

住民税均等割 0.1

評価性引当金 4.4

受取配当金等益金に算入されない項目 △16.9

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.4
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 12,036円53銭

１株当たり当期純利益金額 5,648円74銭

１株当たり純資産額 32,155円15銭

１株当たり当期純利益金額 10,713円47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 10,560円35銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権等の残高はありますが、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。

 

　当社は、平成18年８月29日付で株式１株につき10株の株式

分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たりの情報については、それぞれ以下の通りとなり

ます。

 

前事業年度

１株当たり純資産額 6,570円65銭

１株当たり当期純利益金額 4,458円08銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権等の残高はありますが、当社株

式は非上場であるため、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであり

ます。

 
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 103,659 250,480

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 103,659 250,480

期中平均株式数（株） 18,351 23,380

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 339

　（うち新株予約権） － (339)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

第３回新株予約権（新株予約権の

数1,304個）及び第４回新株予約権

（新株予約権の数100個）

　－
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

　平成19年11月14日開催の取締役会決議に基づき、次の通り

子会社を設立いたしました。

　―――――――

１．有限責任中間法人 　

(1）名称　アドニス有限責任中間法人 　

(2）基金の総額（出資比率）

6,000千円（株式会社グローバル住販100％）

　

　

(3）所在地　東京都港区 　

(4）代表者　松澤和浩 　

(5）事業内容

資産の流動化に係る業務を目的として設立される特

定目的会社の特定出資等の取得、保有及び処分

　

　

(6）設立日　平成19年12月７日 　

２．特定目的会社 　

(1）商号　マードック特定目的会社 　

(2）特定資本金の額（出資比率）

100千円（株式会社グローバル住販100％）

　

　

(3）所在地　東京都港区 　

(4）代表者　粟国正樹 　

(5）事業内容

資産の流動化に関する法律に基づく資産流動化計画

に従った特定資産の譲受け並びにその管理及び処分

に係る業務

　

　

(6）設立日　平成19年12月７日 　

３．保有する物件

　マードック特定目的会社は、当社の子会社である株式会

社エルシードより、平成20年３月を目途に次の２物件の

譲渡を受け保有します。

　

　

(1）Ｂｌｕｅ 　

所在 東京都港区海岸２丁目

地積 240.04㎡

建物構造 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建

種類 共同住宅

床面積 1,218.90㎡

 

(2）目黒モンドールビル 　

所在 東京都品川区大崎２丁目

地積 197.52㎡

建物構造
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根
地下１階付９階建

種類 店舗事務所

床面積 1,133.88㎡

 

　平成19年12月25日開催の取締役会決議に基づき、アドニ

ス有限責任中間法人と特定出資持分契約書を締結し、

マードック特定目的会社の特定出資持分の全部を譲渡し

ました。

　

EDINET提出書類

株式会社グローバル住販(E04083)

有価証券報告書

85/96



④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証

券

その他有

価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

㈱アスコット 72,000 11,000

㈱アルカ 105 7,500

㈱八千代銀行 5 2,235

計 72,110 20,735

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 27,317 172,808 1,795 198,331 14,166 6,262 184,164

構築物 － 2,545 － 2,545 159 159 2,386

車両運搬具 30,562 － 9,735 20,827 13,651 6,232 7,176

工具器具備品 35,589 12,507 5,264 42,832 27,788 8,742 15,044

土地 － 232,128 － 232,128 － － 232,128

有形固定資産計 93,470 419,990 16,795 496,665 55,764 21,395 440,900

無形固定資産        

ソフトウェア 1,655 14,428 － 16,083 1,941 1,612 14,141

その他 455 3,993 － 4,448 － － 4,448

無形固定資産計 2,110 18,421 － 20,532 1,941 1,612 18,590

長期前払費用 4,892 2,872 4,508 3,256 － － 3,256

　（注）　当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

　

建物 増加額（千円） 賃貸用不動産の取得 149,914

土地 増加額（千円） 　　　同上 232,128

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 7,192 9,067 7,192 － 9,067
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 6,907

預金  

普通預金 997,903

定期預金 60,000

定期積金 7,000

小計 1,064,903

合計 1,071,810

ロ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱エルシード 74,131

山田建設㈱ 3,920

合計 78,052

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

×100
(A)＋(B)

 (A)＋(D)  
 ２  

 (B)  

 366  

59,959 1,010,158 992,065 78,052 92.7 25.0

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ．貯蔵品

品目 金額（千円）

 収入印紙 1,510

　

ニ. 短期貸付金

相手先 金額（千円）

 ㈱エルシード 300,000
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②　固定資産

イ．関係会社株式

相手先 金額（千円）

㈱エルシード 450,000

㈱ハートウェルス・マネジメント 38,151

アドニス有限責任中間法人 6,000

㈱ヒューマンヴェルディ 4,571

合計 498,722

③　流動負債

イ．短期借入金

借入先 金額（千円）

㈱みずほ銀行 300,000

商工組合中央金庫 295,000

㈱武蔵野銀行 80,000

㈱八千代銀行 70,000

㈱三井住友銀行 47,000

合計 792,000

ロ．一年以内返済予定の長期借入金

借入先 金額（千円）

㈱みずほ銀行 36,354

㈱千葉銀行 19,992

さわやか信用金庫 4,008

㈱三井住友銀行 4,000

合計 64,354

ハ．一年以内償還予定の社債

借入先 金額（千円）

第２回無担保社債 16,000

第３回無担保社債 40,000

第４回無担保社債 40,000

第５回無担保社債 100,000

合計 196,000

ニ．前受金

相手先 金額（千円）

㈱アスコット 113,538

㈱新日鉄都市開発 48,296

㈱エルシード 14,443

合計 176,278
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④　固定負債

イ．社債

区分 金額（千円）

第２回無担保社債 28,000

第３回無担保社債 60,000

第４回無担保社債 60,000

合計 148,000

ロ．長期借入金

借入先 金額（千円）

㈱みずほ銀行 79,760

㈱千葉銀行 36,692

㈱三井住友銀行 15,000

さわやか信用金庫 9,980

合計 141,432

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 ９月中

基準日 ６月30日

株券の種類 １株券、10株券

剰余金の配当の基準日 12月31日、６月30日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え 　

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

公告掲載方法

電子公告とし、次の当社ホームページアドレスに掲載いたします。

http://www.global-j.co.jp/

但し、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本

経済新聞に掲載してこれを行います。

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類

　平成20年２月15日関東財務局長に提出。

(2）有価証券届出書の訂正届出書

　平成20年２月28日及び平成20年３月10日関東財務局長に提出。

　平成20年２月15日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

(3）臨時報告書

　平成20年３月19日関東財務局長に提出。

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

(4）臨時報告書　

　平成20年８月12日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象

の発生）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年２月14日

株式会社グローバル住販  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長澤　正浩　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長﨑　康行　　印

　当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

グローバル住販の平成18年７月１日から平成19年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

グローバル住販及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会

社）が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年９月25日

株式会社グローバル住販  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長澤　正浩　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長﨑　康行　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社グローバル住販の平成19年７月１日から平成20年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

グローバル住販及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年２月14日

株式会社グローバル住販  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長澤　正浩　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長﨑　康行　　印

　当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

グローバル住販の平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社グ

ローバル住販の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会

社）が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年９月25日

株式会社グローバル住販  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長澤　正浩　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 長﨑　康行　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社グローバル住販の平成19年７月１日から平成20年６月30日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社グ

ローバル住販の平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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